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 午前１０時００分 開  議 

 

○佐藤 議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員24名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第４号により進めます。 

 

 

 

日程第１ 一般質問 

 

○佐藤 議長 日程第１、一般質問を行います。 

  順次発言を許可します。 

  一つ、新文化複合施設建設は本当にこのままで

大丈夫なのか、20番中村圭介議員。 

  〔２０番中村圭介議員登壇〕（拍手） 

○２０番（中村圭介議員） 皆さん、おはようござ

います。一新会の中村圭介でございます。 

  昨年の６月定例会から数えまして、今回で５回

目の一般質問となります。 

  今回は、多くの市民の関心事となっている新文

化複合施設建設についてお伺いいたします。先

日の鈴木章郎議員の質問と一部重複いたします

が、自分なりの視点で精いっぱい質問に努めた

いと思いますので、皆さん、最後までよろしく

お願いいたします。 

  さて、これまでの一般質問では、本市市政の発

展、振興の一助とすべく提案型の質問に努めて

まいりましたが、今回は、新文化複合施設建設

が抱える幾つかの問題点について、一人でも多

くの市民にその事実を知っていただきたい、ま

た、本当に今回の建設案が我々市民にとって最

良なものなのかということを改めて考えていた

だくきっかけとなるようにその問題点を指摘さ

せていただき、また、問題解決に向けた取り組

みの進捗状況について伺いたいと思います。 

  そこで、今回の質問の意図を明確にするために

も、少し長くなりますが、これまでの経緯につ

いて振り返らせていただきます。 

  ことしの４月20日に開催された全員協議会の席

上において、ポポロビルのテナント１社との退

去交渉が難航していることを理由に、この用地

取得を断念し、市所有のまちの広場に新文化複

合施設建設を行うという案が全議員に示されま

した。３月議会でポポロビル用地取得を含む関

連予算を承認したのが３月23日。当局が当初案

を断念したのが４月９日。予算承認後わずか17

日間で当初案が頓挫したことになります。 

  この日のことは今でも忘れられません。非常に

残念、そしてがっかりといった思いはもちろん

ですが、何より行政当局に対して大きな不信感

を抱いたからです。 

  なぜならば、予算を承認した３月定例会、その

予算特別委員会において、新文化複合施設の用

地取得費を含む２億円を超える予算について、

私を含めた２名の議員から質問があり、「全て

のテナントについて４月いっぱいで営業終了が

確認されているのか」との質問に対して、当局

は「ビル所有会社のほうで最終的な交渉をして

いると話は聞いている」と答弁され、また、

「具体的な価格の合意もないまま土地取得に対

して不安はないのか。それとも何か担保がある

のか」との質問に対しては、「契約書を交わし

たというものはないが、方向性についてお互い

に話し合っているという状況である」と答弁さ

れております。この３月定例会において、テナ

ントの退去交渉が難航している事実は一切議会

に報告されることはありませんでした。 

  なぜこれが問題かといえば、当局は平成22年の

年末ごろにはテナント退去交渉が難航している

事実を把握していたこと。また、平成23年８月

にはテナントが営業継続を希望している事実を

把握していたこと。さらには、平成23年12月に

は安部市長が協力要請のためじきじきにテナン

ト本社を訪ねていること。ことしの１月には本

市の担当者がテナント本社を訪問し、協力要請
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を行っていること。これらの事実が４月20日の

全員協議会で判明いたしました。 

  つまり、新文化複合施設建設計画の基本中の基

本、根本とも言える用地取得について、重大な

阻害要因があったにもかかわらず、市民、そし

て議会に報告することなく、４月９日の計画頓

挫に至ったわけです。 

  さらには、後の５月15日の全員協議会において、

民民の交渉期間中においては交渉に悪影響を及

ぼすようなことは避けるべきであるとの考えか

ら、退去交渉が難航している事実について、３

月議会では答弁を控えようとの意思統一が当局

側でなされていたことも新たに判明しました。 

  ここで当局に対する議会の不信感は頂点に達し

ます。 

  テナント退去問題について事前に報告があれば、

平成23年３月議会で新文化複合施設の関連予算

が議決されたでしょうか。去年８月に告示され

た新文化複合施設の設計に関する公募型プロポ

ーザルは実施されたでしょうか。さきの市長選

挙において、安部市長はあれだけの市民負託を

得られたでしょうか。何より、ことしの３月議

会で２億円を超える関連予算が議決されたでし

ょうか。 

  本来であれば無駄にならなかったであろう設計

費や、約２年間は議論できたであろう代案につ

いての貴重な検討時間が失われてしまったこと

が本当に残念でなりません。 

  当時のマスコミ報道ではテナント不退去の部分

が大きく取り上げられており、テナント不退去

が今回の騒動の要因だと認識されている市民の

方が多いようにも感じますが、本当の原因は、

これまで述べた当局の不手際によるものであり、

これこそが市長が減給するという異例の事態を

招いた最大の要因でもありました。 

  これらの騒動について、各議員から、事実を意

図的に隠したのかといった厳しい追及がなされ

ましたが、市長は「議会に対して報告がおくれ

た」「だますつもりはなかった」「最後まで民

民同士の解決に期待をしていた」などと答弁さ

れております。あれだけ重大な事実を把握しな

がら、報告がおくれたなどということは常識的

に考えられません。また、本当に民民同士の解

決に最後まで期待していたとするならば、余り

にも楽観的であり、これからの行政運営に大き

な不安が残ります。 

  このように、当局と議会にできた大きな溝は修

復されることなくまちの広場案だけがひとり歩

きし、現在に至っているというのが私の印象で

す。 

  念のために申し上げますが、私は何も新文化複

合施設建設そのものに反対しているのではあり

ません。中心市街地活性化の重要性については

十分認識をしておりますし、空きビルを解消し

ながら、まちの広場と一体に整備される新文化

複合施設に、中活の切り札として大変期待を寄

せておりました。 

  それが今回の案では、国の補助金の期限やコス

ト面だけが論じられ、建設ありきで議論が進み、

肝心の中心市街地活性化についてはどこ吹く風

といった様子。意見の聴取も効果の検証もほと

んどなされぬまま、余裕のないぎりぎりの計画

が進行しています。 

  そこで、大項目の「新文化複合施設建設は本当

にこのままで大丈夫なのか」との思いから、何

点か伺いたいと思います。 

  １番目の質問、（仮称）まちなか歴史公園は、

まちの広場の代替地としてその役割を果たすの

かについて伺います。 

  このまま当局案で進めば、ポポロビルを取得し

広場が整備されるまでの間は、（仮称）まちな

か歴史公園が現在のまちの広場の補完的役割を

担うことになります。 

  そこで、１点目、ことし11月末現在でのまちの

広場の利用団体数、利用者数について伺います。 

  ２点目、来年度以降の利用受け付けの対応につ
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いてどのように行うのか。また、歴史公園を利

用する際に、これまでにはなかった利用制限な

どがあればお知らせください。 

  ３点目、これまでまちの広場ではＹ－１グラン

プリなどさまざまなイベントが開催されてきま

した。それら各種イベントの特性を考慮した場

合、今度は芝生敷きでもあるまちなか歴史公園

に移行させることで予想される問題点や課題は

ないのか伺います。 

  次に、２番目の質問に移ります。市道まちの広

場線について伺います。 

  ８月２日の全員協議会において、山口企画調整

部長は、まちの広場線の取り扱いについて、

「地元と協議をさせていただきながら、方向性

を決めていきたい」とした上で、「設計とも並

行して進んでいくわけなので、節目、節目で議

会に報告する」と述べられております。それか

ら約４カ月を経過した先月11月27日の市政協議

会において、いまだまちの広場線の取り扱いに

ついては未定であることがわかりました。 

  そこで、１点目、これまでどの団体と、どのよ

うな協議を、何度重ねてきたのか。いまだ決定

に至らない理由、問題点は何か。 

  また、遅くとも来年の３月議会開会前には決定

すべきであるが、その時期についてどのように

考えているのかお知らせください。 

  ２点目、新文化複合施設の設計に際して、接道

は重要な要因となるはずです。接道が確定して

いない状況での設計には無理はなかったのか。 

  また、12月中旬ごろには基本設計を完了すると

いう非常にタイトなスケジュールで市民や議会

の意見が反映されるとはとても思えません。当

局はどのように考えるのか、その見解について

伺います 

  次に、３番目の質問です。新文化複合施設の管

理運営方式については現在未定とのことですが、

管理費、修繕費についてはどのように想定して

いるのか。また、比較の意味でも、現在の図書

館、市民ギャラリーの運営費についてもお知ら

せください。 

  そして、次が壇上での最後の質問となります。 

  再考を望む市民の声をどう受けとめるのかにつ

いて伺います。 

  皆さんも御承知のとおり、11月28日に「まちの

広場を愛する市民の会」より要望書が提出され

ました。まちの広場存続を求めて約5,600名の署

名が集まったそうです。これはまさしく、市民

とそして地元との対話をおろそかにした結果で

あり、また、これだけの一大事業にもかかわら

ず議決も民意もほぼ二分しているという状況は

異例です。 

  そこで、１点目、これまでの本市における大型

公共事業について、今回のような市民による反

対運動が起こった事例はほかにもあるのか。ま

た、あるとすればどのような結末となったのか。

事業強行、または計画の見直し、白紙撤回など、

詳細についてお知らせください。 

  ２点目、今回その提出された要望書に対する当

局の考え方及び対応についてお知らせください。 

  以上で壇上からの質問といたしますが、本日は

何かとお忙しい中、そして足元の悪い中、傍聴

にお越しいただいた皆様に心より感謝申し上げ

ます。ありがとうございました。 

○佐藤 議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの中村圭介議員の御質

問にお答えをいたします。 

  私からは、まちの広場存続を求める市民の声に

どう対処するかについてお答えをいたします。

その他につきましては部長よりお答えします。 

  昨日の鈴木章郎議員の一般質問にもお答えをい

たしましたが、新文化複合施設の建設地変更に

ついては、ポポロビルのテナント問題が解決し

ないことで、平成26年度までに国の認可を受け

た都市再生事業の中核をなす新文化複合施設が

完成できないと本市の重要課題である中心市街
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地の活性化に重大な影響を及ぼすこと、今後の

国の制度がどうなるか不透明な状況において、

計画期間内完成の時期を逸することにより財源

確保が難しくなり、施設整備自体が困難になる

こと、早期建設への多くの市民や関係団体から

の強い要望があることなどから、建設地変更に

ついての議会とのさまざまな費用シミュレーシ

ョンを含めた協議を踏まえて総合的に判断した

結果、現計画期間内に完成できるまちの広場に

建設地を変更することにいたしました。 

  このような建設地の変更に至る経過や理由等に

ついては議会の全員協議会の場において説明を

行い、８月開催の臨時議会において、まちの広

場に建設するための設計費等に係る補正予算の

議決をいただき、広く市民の方々に御理解をい

ただくために、９月15日号の広報に４ページに

わたる記事を掲載してその内容を詳しくお知ら

せしたところであります。また、中部地区のＰ

ＴＡ関係者、各地区の市長を囲む座談会や商業

関係者などにもその内容について説明の機会を

いただき話をさせていただいたところでありま

す。 

  しかしながら、一部の市民の方においては、建

設地変更に伴う内容について十分理解していた

だくまでには至っておらず、反対の御意見をい

ただいていることも承知しております。 

  今後もさまざまな機会を捉えてこの事業の必要

性や意義、経過について説明をし、御理解を得

るようにしてまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

  〔小川正昭産業部長登壇〕 

○小川正昭産業部長 私からは、まちの広場の利用

状況についてお答えいたします。 

  本市の中央多目的広場、いわゆる「まちの広

場」は、市民の憩いの場、交流の場として広く

開放するとともに、各種の祭りを初め催事や集

会等の利用に供するため、平成９年４月に中心

市街地の大型小売店舗の跡地に整備をしたもの

であります。 

  利用状況につきましては、憩いの場として開放

していることから、近隣の方々が散策したり、

子供たちが思い思いに遊んだりしているほか、

祭りを初め、催しもの、集会等のために広く市

民に利用していただいているところであります。

広場の全部または一部を専用使用とする場合は

許可手続を必要としておりますが、そのほかに

ついては許可手続が不要でありますので、利用

の実態全てを捉えることは困難であります。 

  こうした状況を踏まえまして、この許可による

利用日数で見てみますと、平成23年度は68日で

したが、平成24年度は11月末までの日数で59日

となっております。なお、利用団体数について

は25団体でございます。 

  なお、許可申請書に記載された利用人数の集計

で見ますと、平成23年度が９万5,620人、平成24

年度は11月までで６万8,365人であります。 

  利用申請の内容では、一番回数の多いのが、定

期的に開催しておりますフリーマーケットであ

ります。利用人数では、産業まつりやＹ－１グ

ランプリなどの祭り関係が多くなっており、そ

のほか市民文化会館における小中学校生徒の芸

術鑑賞の際の駐輪場として利用されている状況

となっております。 

  私からは以上であります。 

○佐藤 議長 唐澤建設部長。 

  〔唐澤一義建設部長登壇〕 

○唐澤一義建設部長 私からは、（仮称）まちなか

歴史公園はまちの広場の代替地としてその役割

を果たすのかという御質問の中の、来年度以降

の利用受け付けの対応についてお答えいたしま

す。 

  （仮称）まちなか歴史公園は都市公園として整

備を行いますので、利用に関しては、他の都市

公園と同様に都市公園利用としての受け付けを

行う予定であります。 



- 147 - 

  なお、イベント等の利用については、現在のま

ちの広場と同様の取り扱いをしたいと考えてお

りますし、利用制限についてもまちの広場の使

用と変わらないものと思っております。 

  次に、各種イベントの公園での開催における問

題ということでありますが、公園全体の面積は

約4,500平方メートルで、そのうち、土塁西側の

芝生の広場は約2,500平方メートルとまちの広場

と同等の面積であり、植栽も少なくオープンス

ペースを確保しているほか、排水処理設備や電

源設備の設置を行います。また、園路について

は、設備の搬入が容易となるよう車両の乗り入

れができる構造としております。 

  また、芝生の広場についても、イベント等にお

ける一時的なテントの設営や人の立ち入りにつ

いては問題ないものと考えております。 

  私からは以上であります。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

  〔山口昇一企画調整部長登壇〕 

○山口昇一企画調整部長 私からは、市道まちの広

場線に関しての御質問にお答えをさせていただ

きます。 

  議員お述べのとおり、本市といたしましても８

月臨時会以降、市道まちの広場線に係る地元と

の協議を始める予定でありましたので、地元町

内の代表の方へは、市道まちの広場線の取り扱

いについて地元町内や商店街からの御意見を聞

く場をぜひ設けていきたいという旨の連絡をい

たしました。 

  しかしながら、その後、中部地区連絡協議会を

中心としたまちの広場廃止に対する反対運動が

署名活動として本格化をしてまいりました。当

初、この道路と建設予定地の見直しは一体とし

て要望されてまいりましたことから、これを切

り離しまして道路の問題のみの話し合いを行う

機会の設定が難しくなり、その場を設定するこ

とができずにこれまで経過をしてきたというの

が現状であります。 

  現在の状況としましては、地元の代表の方とは

連絡を取り合っている状況にありますので、あ

るべき道路交通についてさまざまな課題をまず

当局側で整理をさせていただきながら、できる

だけ早い時期に御意見をいただく場を設定でき

るように努めていきたいというふうに考えてお

ります。遅くとも整備の方向性については新年

度の予算編成に間に合うように、来年１月いっ

ぱいまでには決定をしてまいりたいというふう

に考えております。 

  次に、これまでの本市における大型公共事業に

ついて、今回のような市民による反対運動が起

こった事例はほかにもあるのかという御質問に

ついてお答えをさせていただきます。 

  平成８年に、市施工による南部地区土地区画整

理事業が予定をされておりましたが、事業計画

段階で、地域の住民、特に地権者の反対により

事業が起こすことができなくなり、白紙になっ

た事例がございます。反対の主な要因としては、

地権者の方々の減歩率について、協力をいただ

く土地の減歩率について納得をいただけなかっ

たことや、そのことに対する説明不足、また、

都市計画道路万世橋成島線をこの土地区画整理

事業で取り組むことに対して理解が得られなか

ったということもあって、土地区画整理事業そ

のものに対する反対運動という内容のものであ

りました。 

  しかしながら、今回のまちの広場廃止の反対運

動につきましては、新文化複合施設を現在のま

ちの広場に建てることでこのまちの広場がなく

なっては困るということから、別の場所への建

設を望む運動であります。したがいまして、新

文化複合施設建設事業そのものに対する反対運

動ではなく、また、先ほど申し上げましたよう

な直接の地権者、直接の利害関係者による反対

というものともまた違ってまいります。先ほど

申し上げました事例とは、そうした意味におい

て本質的に異なるものであるというふうに理解
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をしております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 神田教育管理部長。 

  〔神田 仁教育管理部長登壇〕 

○神田 仁教育管理部長 私からは、接道であるま

ちの広場線が確定しない設計に無理はなかった

のか、また、この短い期間にどれだけの市民の

声が反映されるのかについてなどお答えいたし

ます。 

  まず初めに、建設地変更に伴う新たな設計与条

件の中でも、市道まちの広場線の取り扱いにつ

いては、大きな課題であると認識しております。

このため、８月臨時会における補正予算の議決

後、まちの広場を底地とする設計業務を再スタ

ートするに当たり、市道まちの広場線について

は設計業務を委託している山下設計との間で十

分協議を重ねてきたところであります。その後

まちの広場線については、設計段階で一定の方

向性が決まらない場合、１つ目として現状のま

ま、２つ目として相互通行、３つ目は市道その

ものを廃止することを想定し、いずれの場合で

も問題のない施設配置を考慮して基本設計案の

平面プランを取りまとめたところであります。 

  なお、物理的に駐車場と新施設が離れることに

なりますので、今後、市道整備の方向性が決定

した時点で、施設利用者の安心・安全の確保を

考慮した対応策を検討していきたいと考えてお

ります。 

  次に、市民の声を施設に反映させることにつき

ましては、まずは市民委員会からなる整備検討

委員会の意見を踏まえて取りまとめた新文化複

合施設整備事業基本構想を最大限尊重して、こ

のたびの基本設計を進めてきたところでありま

す。さらに、先ごろ基本設計案に関する市民検

討会を開催しさまざまな御意見を頂戴したとこ

ろでありますが、それらを参考とさせていただ

きながら、今後の設計スケジュールの中におい

て、技術的な面、コスト的な面の双方からより

よい施設となるよう配慮していきたいと考えて

おります。 

  続きまして、新文化複合施設の管理費等につい

てどのように想定しているのかについてお答え

いたします。 

  管理費につきましては、現在、基本設計の中で

施設整備等の詳細について検討しながら、ラン

ニングコストの積算を行っているところであり

ます。あわせて提供するサービスの内容と経費

のバランス等を考慮し、また他の類似規模の図

書館等を参考にしながら、人員配置や維持管理

体制について選択肢の中から検討を行い、本年

度内に一定の方向性を導き出したいと考えてお

ります。 

  このような考えのもと、管理運営費の試算の前

提として、ギャラリー部分につきましては、こ

れまでの指定管理者による運営の実績をもとに、

また図書館部分につきましては、最近時に開館

した施設規模が近い図書館の管理運営費を参考

に、さらに立体駐車場につきましては、常時人

を配置する管理ではなく、機械により無人で管

理する方式を想定しますと、あくまでも現時点

での試算額でありますが、人件費込みでおおむ

ね１億8,000万円程度になるものと考えておりま

す。 

  なお、管理運営費につきましては、今後作業に

入る詳細な実施設計や管理体制の方向性に従い

精査をしていくことになりますが、当然のこと

ながらこの試算額は変動していくものでありま

すので、御理解くださいますようお願いいたし

ます。 

  次に、施設の大規模修繕につきましても、将来

的に必ず行わなければならない時期が来ると認

識しております。本市では、施設の整備や大規

模修繕等の大規模な事業費を要する投資的事業

については、総合計画の実施計画に組み込み計

画的に取り組んできたところであります。その

時期が参りましたら施工方法等、その時点での
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最良の方法と財源等を検討し、より少ない財政

負担で最大の効果が発揮できるよう検討して事

業を実施していくことと考えております。 

  次に、現在の図書館及び市民ギャラリーの管理

運営費についてですが、直営で運営している図

書館につきましては、図書館が置賜総合文化セ

ンター内にあることから、施設管理費は置賜総

合文化センター管理費における図書館の面積案

分により算出し、市の図書業務及び郷土資料担

当職員、嘱託職員等の人件費を含めますと約１

億円になります。 

  また、指定管理者により管理運営している市民

ギャラリーについては、指定管理費及び大沼米

沢店の施設賃借料、光熱水費を含めますと約

1,800万円となっております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 中村圭介議員。 

○２０番（中村圭介議員） 答弁ありがとうござい

ました。 

  質問席から聞く質問をある程度考えておったん

ですが、まず施設の管理費、ちょっと結構金額

が大きくてびっくりしたので、まずこちらにつ

いて伺いたいと思うんですけれども、これ年間

で１億8,000万円ということですよね。修繕費に

ついてはわからないと。まだ未定だということ

なんですか。あれだけ大規模な建物になります

ので、例えば外壁の維持、防水であったり、そ

ういったものを考えれば、これも年割に換算し

たら相当な費用になるんじゃないかなと思いま

すけれども、これ１億8,000万円についてもまだ

全くの想定の範囲だとはわかるんですけれども、

維持費について金額お示しすることってできな

いですかね。ほかの施設を参考にとかですね。

結局やっぱり総額で幾らというのをちょっと知

りたいんですけれども、それ難しいですか。 

○佐藤 議長 神田教育管理部長。 

○神田 仁教育管理部長 維持費ということは、年

間の施設のメンテナンスというか、修繕料のこ

とでしょうか。（「そうです。修繕料」の声あ

り）年間の修繕料につきましては、まず当初、

最初の段階はそんなに大きくかかるものではな

いと思います。修繕料は。一定程度の年数がた

てばそれなりに、やはり外壁とか、あと内装等、

あと小破修繕等が出てくると思いますけれども、

やはり伝国の杜におきましても10年がたとうと

しておりまして、これまでも大きな修繕はそん

なにございませんでしたけれども、年間の維持

管理、施設のメンテナンス等を十分行っていく

ことによってそういった部分は長もちさせると

いうことはできると思います。 

  そして、年間の修繕料、当初からどれくらいの

額になるかという部分については、現時点で幾

らというふうな数字についてはお答えちょっと

できない状態でございますので、御理解いただ

きたいと思います。 

○佐藤 議長 中村圭介議員。 

○２０番（中村圭介議員） 30年、50年という長期

スパンで見れば当然いずれ大規模修繕は行われ

ることになってくると思いますので、恐らく、

想定の話ですけれども、それらを含めたらもし

かすれば２億円近い、ならせばですよ、何十年

というスパンで見れば費用がかかってくると。

初めて多分今回維持費について公表していただ

いたかと思うんですけれども、やはり年間、中

心市街地活性化のためにあの施設を新文化複合

施設が切り札として予定されておりますけれど

も、維持費としてもやはり相当な金額がかかっ

てくるということで、いかに慎重に大事に議論

をしていかなくちゃいけないんだなということ

をちょっと改めて認識させていただきました。 

  では、ちょっと次の質問をさせていただきたい

と思いますけれども、先に、質問に行く前にち

ょっと市長に確認したいんですけれども、これ

失礼な話になるかもしれませんけれども、米沢

市中心市街地活性化基本計画にも、新文化複合

施設は中心市街地活性化のための交流拠点だと、
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核となる施設であるというふうにしっかりとう

たわれております。つまり、今回は単なる利便

性を向上した図書館とか市民ギャラリーの新築

工事ではないと。繰り返しになりますけれども、

中心部ににぎわいをつくるための核となる施設

だというところの認識はお持ちでいらっしゃい

ますか。ちょっとそこだけお聞かせください。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 当然持っております。 

○佐藤 議長 中村圭介議員。 

○２０番（中村圭介議員） はい、安心しました。 

  では、次の質問に移らせていただきます。 

  通告事項がもう何点かありますので、最初に、

そちらのほうから伺いたいと思います。 

  10月17日の地元紙に、テナント側は、新文化複

合施設の建設地がポポロビルからまちの広場に

変更されたことについて、立ち退きに応じない

理由として並べたというような掲載がありまし

た。この新聞記事を読めば何だか非常に裁判が

大きく不利になるのかなということを思わせる

内容であるんですが、これらに対する裁判の影

響についてどのようなものとなっているのか、

把握されていること、また裁判の進捗状況につ

いて、おわかりのことがあれば教えてください。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 建設地変更による訴訟へ

の影響についてでありますが、新文化複合施設

の建設地をポポロビル用地からまちの広場に変

更したことによって、テナント側が立ち退きに

応じない理由の一つに掲げているというふうな

情報については私どものほうのとしても得ては

ございます。ただ、裁判にどう影響するかにつ

いては、裁判が進展しないとわからない状況で

ありますので、御理解をいただきたいというふ

うに思います。 

  ただ、しかしながら、本市としてはテナント問

題が解決した後にはこれを公共用地として取得

をし、新たな広場として整備をし、活用してい

きたいという考えは、地権者側とも既に覚書を

取り交わしておりますし、議会にも御説明を申

し上げているとおりであります。このことは公

共目的が文化複合施設からイベント広場にかわ

ったものであり、この街区を一体として文化交

流拠点として活用していきたいという当初から

の考えに変わりはないものでありますので、こ

れもあわせて御理解をいただきたいというふう

に思います。 

  次に、今の裁判の進捗状況でありますが、こと

しの６月19日に第１回の口頭弁論手続が行われ

て、今月の７日までの間に４回の弁論準備手続、

要するに書面での証拠の提出のやりとりであり

ますが、これが非公開で行われております。ま

た、聞きますと次回もまだこの手続を継続をす

るようでありまして、本格的な口頭弁論がいつ

から始まるかということについては不明な状況

になっております。 

  以上です。 

○佐藤 議長 中村圭介議員。 

○２０番（中村圭介議員） では、進捗については

わからないと。ですけれども、この記事に関し

ては、私が理解するには、大勢にそんなに大き

な影響はないんではないかというふうな認識で

よろしいわけですね。わかりました。 

  では、もう１点ですけれども、先ほど覚書との

話が出ましたけれども、ちょっとその覚書につ

いてですが、これも先日、鈴木議員が御質問さ

れておりましたけれども、私はこの覚書という

ものはやはり非常に重要なものだと思います。

ここに取り決めされております、相手方に利益

を生じさせない形で取引を行うということ、こ

れが非常に大事なのでないかというふうに思っ

ております。 

  つまり、今回のように相手方の解体費を補塡す

るような形でお金をお支払いするということは、

これ必ず、やはり必然的に相手方に利益を与え

たり、場合によっては損失を与えたりというお
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それがあります。ですので、そういったことを

起こさせないためにも、また、逆に市民のほう

に変な要らぬ誤解を生まないためにも、現状有

姿のまま私は取得すべきというふうに考えます

が、いかがお考えでしょう。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 覚書についてであります

が、ポポロビルのテナントの立ち退き問題が解

決した場合に、覚書に基づきながら、中心市街

地活性化事業としてビル用地を取得をし、広場

として整備をしていきたいという考えは先ほど

も述べたとおりでありますが、その趣旨につき

ましては、議員が述べられている土地取得方法

について今具体的な御提案をいただきました。

おっしゃるように、土地、建物を現状の姿のま

まで取得することも、これは選択肢の一つであ

るというふうに考えられるというふうに思いま

す。 

  ただ、その覚書の第３条において、利益を生じ

ない形でというふうな意向は、地権者側とは確

認をしておりますが、現在裁判中でその推移を

見守っている段階でありますので、具体的な条

件や金額についての話し合いというのはまだ一

切行われておりません。 

  また、これから進めるに当たっても、覚書の第

４条で、取引は関係予算が議会の議決の後に成

立するものというふうに定めておりますので、

価格交渉、それから今議員から御提案がありま

したような方法論につきましても逐次議会のほ

うに御説明を申し上げますので、その中で御議

論をいただければというふうに思っております。

御理解をお願いしたいというふうに思います。 

○佐藤 議長 中村圭介議員。 

○２０番（中村圭介議員） はい。理解しました。

理解したといいますのは、今の答弁を聞いて、

やはり現状有姿のままで取得すべきだというこ

とを私は確信しました。 

  なぜならば、裁判中で金額の交渉もできないと

いう状況であると。でも、もともとはこの土地

を提供したいという話からスタートしたわけで

すよね。だとすれば、そのスタートに戻るだけ

です。この話は。つまり、やはり繰り返しにな

りますけれども、解体費用を補塡するというや

り方は、その解体費分をどうやって算出するの

かということです。これは売り主の例えば信義

とか、もうそういったところに頼るしかないわ

けなんですよね。だから、必ずプラスマイナス

ゼロなんていうこともあり得ないですし、利益

を生じさせないということはやはり損害を与え

てもいけないと、これは多分常識的な考えだと

思います。 

  ここで、現状のままで引き取ることができない

というところに、何か逆にそこに問題ってある

んでしょうか。そこ、もし何かあれば教えてく

ださい。逆に私の言っていること、どうでしょ

う。御理解いただけますかね。それもあわせて。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 議員の御提案というのは

理解はしております。といいますか、もともと

この計画をスタートするに当たって成り立ちは、

地権者のほうから土地も建物も市のほうに寄附

をするから活用してほしいという申し出からス

タートしましたので、当初は市がこのビルを建

物を解体しようと。これも交付金対象事業にな

りますので、そういう思いで最初おりました。

ただ、これまでの公共事業の例からしますと、

更地にして土地を取得するべきであるというふ

うな議論もあったことから、民間サイドのほう

に解体をお願いしたほうが工事的にも早く進捗

しますし、また公共発注よりも安上がりに済む

というふうな利点もありますので、こちら側か

らお願いをしてそういうふうな形にしてきたと

いうふうな経過もございますので、スタート時

点に戻すというふうな意味もわかりますので、

それは選択肢として十分に考え得るものだとい

うふうに理解はしております。 



- 152 - 

○佐藤 議長 中村圭介議員。 

○２０番（中村圭介議員） 当初案であれば、本当

に時間を稼ぐためにも更地にしてもらってもら

うという選択肢も当然ありかもしれませんが、

今回はもう時間が、逆に変な話、十分あります

ので、誤解を得ない、とにかく市民が疑いの目

を持って話される方も中にはいらっしゃいます。

あそこに、何かですよ、市と何か裏取引がある

んじゃないかなんていう、ない事実まで疑って

いる方もいらっしゃるのも事実です。これお伝

えしておきます。でも、それを払拭するために

は、そのまま建物をいただきましたと。これ一

番簡単なんですよ。わかりやすいので、ぜひこ

れで進めていただきたいと思います。これは市

当局だけじゃなくて、善意で土地を提供してく

れた売り主さん、売り主さんを守るという言い

方も変なんですが、それのためにも私、必要な

ことだと思います。 

  もう一つ、やっぱりこれまでの計画、さまざま

な不確定要素がたくさんあったと思うんです。

私、やっぱり来年の３月議会というのは一つ大

きな節目かと思うんですけれども、やはりそこ

にこの宙ぶらりんになった土地の取得費、これ

を曖昧にしておくのではなくて、幾らでどのよ

うな条件で取得するという話をしっかり決めて

いただきたいと思うんです。 

  そのためには価格交渉できないので現状のまま

引き取るべきと、そういう思いなんですが、そ

の時期について、どうでしょうね。３月議会前、

重大な議決を行うわけですよね。まちの広場の

廃止条例等も含め。そういった重要な議決をす

る際に、こういった建設費に次ぐ大きな予算に

なるはずです。これをぜひ確定していただきた

いと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 ポポロ用地の取得、建物

を含めてでありますが、これについては第２期

の都市再生整備計画の中で取り組まざるを得な

い事業だというふうに理解をしております。 

  今、先ほど申し上げたような裁判の進捗状況で

ありまして、これが解決をする、確実に解決を

した後に具体的な交渉を進めていくのが方法論

だろうというふうに思いますので、現時点では

そこまで詰めることはなかなか難しいのではな

いかな、タイミング的には難しいというふうに

私は理解をしております。 

○佐藤 議長 中村圭介議員。 

○２０番（中村圭介議員） 私は、当初に戻るだけ

なので、その方法でやらせてくださいというの

は何もそこに問題がないと思うんです。むしろ

そうでなくて、現金を出さなきゃいけないとい

うほうが、何かあるのかなと疑ってしまいます

ので、やはり３月に重大な決断をすると。それ

には多分これが決まっているか決まっていない

かというのもこれ絶対大きな要素だと思います

ので、これぜひ決める方向で。もともとの方法

に戻すだけですから、これ、先方にも確実に利

益は生じさせない、損害を与えない一番適当な

やり方ですよ。ですので、ぜひこのやり方を検

討していただきたいというふうに思います。 

  あと、済みません、先ほど市長に認識伺ったん

ですけれども、ちょっとここからはもう一度中

活の考え方について市長にぜひお聞きしたいん

ですけれども、まちの広場取得後は公園の整備

が予定されているということで、新文化複合施

設が完成した後に当然新たな公園の整備が予定

されているわけですけれども、一体利用に関し

てその重要性、必要性、どのように市長、考え

ていらっしゃいますか。ちょっとお聞かせくだ

さい。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 まず御質問の中で申し上げてお

かなくてはいけないのは、あくまでも裁判が解

決した後、現ポポロのところに公園をつくると

いうのは、そういう構想だというだけであって、

まだ議会からの承認も得ているわけではないと
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いう認識に立っていることをもまず申し上げて、

そして、もともとがポポロのところに新文化複

合施設を建てて向かいのまちの広場と一体化し

てという構想でしたので、今度はそれが逆にな

るということですので、その一体化してという

ことの基本的な考え方には変わりがないという

ことです。 

○佐藤 議長 中村圭介議員。 

○２０番（中村圭介議員） 変わりがないというこ

とは、やっぱり必要とか重要とか、そういうこ

とだということですか。（「そうです」の声あ

り）わかりました。 

  何でこんなことを聞いたかというと、これは市

長も当局の皆さんも一体的な利用は大切なこと

だということで、裁判決着後まちの広場を整備

する今言った構想を持っていらっしゃるという

話はこれは何度も聞いているわけですけれども、

しかし一方で、やっぱり本当にまちの広場と一

体化を図ること、公園と称するものと一体化す

ることで、私は当初にことしの３月に議決した

当初案のような大きなにぎわいが生まれると思

っているんです。ですから、今回の案もやはり

今のポポロ館を取得してあそこに同じように公

園が整備できるということは、私は大前提だと

思っているんですね。ですけれども、今訴訟中

でその用地取得のめどが立っていないというよ

うな状況です。 

  そのまちの広場、要するに公園との一体利用を

どれだけ重要かということを認識しているか聞

きたいんですけれども、仮に３月議会前にもし

裁判が決着して、テナント側が営業を続けてい

くというような結果が出た場合、どのように判

断されますか。要するに、あのビルはあのまま

もう残ってテナントが営業を続けていくんだと

いうのがもう３月議会に決まった場合に、それ

でも建設は推し進めるというか、そういったお

考えですか。市長、お聞かせください。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 今裁判が係争中ですので、ここ

でどうするという発言をかえってしないほうが

いいのではないかというように思います。要す

るに、ポポロビルの相手方のいわゆる出方とい

うことに影響を与えるというように思いますの

で、きょうの段階ではあえて公式発言をしない

ほうがいいかというように思います。 

○佐藤 議長 中村圭介議員。 

○２０番（中村圭介議員） わかりました。では、

この件について最後申し上げますけれども、や

はり中活の計画を語るには、なかなかこれやっ

ぱり難しいんですよね。感覚とかそういったも

ので考えなくちゃいけないというのは、やっぱ

り数字にあらわしにくいというものです。です

からこそ今までこういうさまざまなデータを積

み上げてきた。そこで算出された例えばにぎわ

いの予測値とか、議論を重ねれば重ねるほどそ

の予測値が実際の数字との乖離を少なくするも

のだと私は思っているんです。ですから、全体

の案は、長年、基本計画、相当皆さん頑張って

まとめられたものに対して、たしかまちなかの

利用で46万人のにぎわいがあると算出されたん

ですね。ですけれども、やはり今回は余りにも

時間がなくてそういったものが全然やっぱり示

されていないと。その中で今回の計画を判断す

るには、感覚で、図書館だけでやっぱりにぎわ

い出るのかなと、もしかするとあの隣のポポロ

ビル残るのかなと、やはりそういう判断しかで

きないんですよ。ですので、ぜひそういったと

ころのにぎわいを示す部分ということを提示し

ていただきたかったんです。だから、全員協議

会の場で皆さん、効果のほどはどうだどうだと

いう話をされたと思うんですけれども、市長は

どのような判断でじゃあ大丈夫だという認識さ

れているんですか。それとも、逆にこういうも

のだから大丈夫だというような、何かそういっ

たものをお持ちであれば逆にここでお知らせい

ただきたいんですけれども、お願いします。 



- 154 - 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 そもそもが中心市街地活性化の

事業として進めて、そしてさまざまなシミュレ

ーションをして数字を出しておりますので、そ

ういうものに基づいてまちの真ん中に新文化複

合施設、そして公園というような整備によって

にぎわいが出てくるという判断をしております

ので、そういうさまざまな資料、数値に基づい

て大丈夫という、にぎわいが間違いなく出ると

いう、そういう判断に立っております。 

○佐藤 議長 中村圭介議員。 

○２０番（中村圭介議員） 全然条件が変わってい

る中で、それはやっぱりかなり無理があると思

います。というか、そもそもやっぱりこの短い

時間でそれを積み重ねるというのはやっぱりも

うこれは不可能だと思うんですけれども、やは

り本当は協議会の中でこういったところの説明

がやっぱり不足していたんだと思います。 

  次に、再考を望む市民の声、これも同じことを

言いたいんですが、先ほど山口部長、南部土地

区画整理事業に関して性質が違うとおっしゃい

ましたけれども、これ一緒だと思うんですよ。

要するに市民理解が得られなかったわけですよ

ね。説明不足が一つの大きな要因であったと思

うんです。先日の相田克平議員の中活の質問で

も、やはり山口部長、市民に対する説明がまだ

いまだに不足しているということもおっしゃっ

ていましたけれども、この中活事業で説明が不

足しているというのは、私もう、何て言うんで

すかね、もうどうしようもない状況なんじゃな

いかなというふうに思うんですよ。 

  市長、私、９月議会、前回の議会で一般質問し

たことを覚えていらっしゃいますか。市長が認

識する民意とは何かということをお伺いしたん

です。あのときは、８月臨時会で要望書出され

たわけですよ。中活に対する地元中部地区の協

議会のほうから。何でそんなことになったんで

すかと、話し合いが足りなかったんじゃないで

すかということをお話ししたときに、積極的に

地元の方ともお話ししていきたいと、説明に赴

きたいとお話しされたはずなのに、今回また地

元の中部からこういった要望書が出ていらっし

ゃいますよね。市長、どんな話し合い、その地

区の方とされたんですか。何でこういうふうな

ものが出てきたんだと思いますか。もう一回ち

ょっとお聞かせください。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 相手に、相手というか人に御説

明をするときに、例えばこういう方向から説明

する、それでだめだったらこういう方向から説

明するというふうに、さまざまな説明の仕方が

あると思います。これまでいわゆるオーソドッ

クスな説明をさまざまにやってきたつもりであ

りますが、それでも一部御理解いただけない方

がいるということは、今度はもっと別な方向か

ら説明するというふうに、さまざまに説明の手

法あるいは切り口、そういうものを考えながら

やっていかなくてはいけないということだと思

います。当然普通であれば十分に御納得いただ

けると思って説明をやってまいりましたが、そ

れで御納得いただけないというのは、それがも

っと別な切り口、方法、そういうことを工夫し

ていくという、そういう努力が必要だというこ

とだと思っています。 

○佐藤 議長 中村圭介議員。 

○２０番（中村圭介議員） 何かそれを聞くと、何

か説明を受けている側が理解力がないみたいな

感じにちょっと聞こえますけれども、それはも

っと市長の例えば熱意とか誠意が伝わっていな

いんじゃないですか。そうならないように、９

月議会のときに、誠意を持って皆さんと対話を

してくださいということを私申し上げたんです

よ。そうしたら、わかりましたと、おっしゃる

ことよくわかります、それに努めますと言った

のにこうなったから、何でなんですかというこ

とを聞いたんですよ。ではその議会の後、何回
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地元の方と、では対話されたんですか。どのよ

うな話をされました、その後。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 正式な話し合いは、私は２度行

きました。あとは部長等が話をいたしておりま

す。 

○佐藤 議長 中村圭介議員。 

○２０番（中村圭介議員） その２度というのは、

市長からみずから御提案されて行かれたわけな

んですかね。どういう話をされたんですか、そ

のときは。ちなみに。何を目的で行かれたんで

すか。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 まちなかのまずにぎわい、中心

市街地の再生にとって重要だという、この新文

化複合施設が重要だということと、あともう一

つは、米沢のこれまでの教育を大事にしてきた

まちの発展の方式、そういうことからも人を育

てていくためには大事な施設だという話をして、

そして今度は、法律上期限が間に合わないと補

助が受けられない、補助が受けられなければ自

前では建てられないという、そういうような裏

の事務的な話と両方いたしました。 

○佐藤 議長 中村圭介議員。 

○２０番（中村圭介議員） 私が市長にアドバイス

するのもなんですが、やっぱり一言言わせてい

ただくと、その事務的なことはわかります。そ

れはわかります。やっぱりこれも大事なことで

すけれども、やはり中活、先ほど申し上げたと

おり、なかなか数字とか実感とかしてもらいに

くい事業だと思うんですよ。何か補助金を出し

ますよと、何かこれに対して補助を出しますよ

というのであればすぐわかるんですが、こうい

ったものを建てて、まちににぎわいをつくって、

人が集まってきてって、そういったことを伝え

なきゃいけないわけなんですね。ですから、そ

れは本当に気持ちと思いと誠意を持って相手と

面と向かって話していかなくちゃならないと思

うんですよ。そもそも5,600人の署名が集まって

いるってこれ大きなことですよね。存続を求め

てということで。 

○佐藤 議長 傍聴席で静かにしてください。 

○２０番（中村圭介議員） 地元の地区の方々だと

いうふうに聞いておりますが、これもしかする

と、大きな全体の地区で聞けばもっともっとそ

ういった人って潜在的にいらっしゃるかもしれ

ない。そういった声が大きくなる前に、市長、

もっと何回も、出前講座やっていらっしゃるっ

て今回の議会で伺いましたけれども、もっとも

っと積極的に足を運んでこの事業の重要性を伝

えていかないと、理解してもらうことに努めな

いと、どんどんどんどん壊れていくように思う

んですが、どうですか。 

○佐藤 議長 以上で20番中村圭介議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時００分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１１時１０分 開  議 

 

○佐藤 議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  次に進みます。 

  一つ、幼稚園と保育所等の窓口の一本化につい

て、19番相田光照議員。 

  〔１９番相田光照議員登壇〕（拍手） 

○１９番（相田光照議員） おはようございます。

一新会の相田光照です。 

  師走の忙しい中、そして足元の悪い中、傍聴に

来てくださった皆様、本当にありがとうござい

ます。 

  議員になり２年目、いまだにこの壇上は緊張す

るものであります。そして、私はどうしてもか

む癖があります。非常に聞きづらい質問になっ
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てしまいますことをお許しください。きょうは

落ち着いてゆっくり話していきたいと思います。 

  今回で５回目の壇上となります。いまだにこの

緊張感が抜けないのも、やはりこの議場という

場だからこそだと思っております。ふと思って

みると、その５回とも、私は一般質問の最終日、

３日目に当たっております。決してこの最終日

が嫌いなわけではありません。しかし、この緊

張感を３日間持続し続けるというこの思いから、

時には初日に質問をしたいなと、また、きのう

のように社会科見学で小学生が来ている中で質

問をしてみたいなという思いから、初日への羨

望が芽生え始めました。しかし、その夢は次回

の議会もかなうことはありません。３月議会は

代表質問の後に一般質問です。つまり、また３

日目です。私は自分が「３日目の男」であると

いうことを自覚して、この半期を終了したいと

思います。決してこの一般質問の順序を決めて

いる議会運営委員会の皆様を恨んだりはいたし

ません。御安心ください。 

  では、質問に入らせていただきます。 

  私の政治家を志す原点は、教育を核とした「人

づくり」であります。昨夜テレビを見ていると、

実直で朴訥な青年がリストラされて、そこから

職を得ていくというドキュメンタリー番組があ

りました。今日少なくない突然のリストラ宣告、

職を失い、職を求める。しかし、世の中、そん

なに甘くはありません。できないことがあれば、

できるように努力をしなければなりません。そ

の彼は努力をしました。そして、それを実らせ

正社員の椅子を手に入れる。そのとき述べた言

葉が私の中に残りました。「絶望という思いが

あれば、１％でも希望がないか探してみる」。

本当に「がってしない」青年だなと思いました。

決してぶれないものを持ち続け、それをベース

にし、考え、行動する。 

  未来の米沢、山形、そして日本を担う人材を育

成できる環境の整備とその方向性を提言できる

ことは、議員である私が持ち得る責務です。 

  今回は、そんな思いの一端である「幼稚園と保

育所等の窓口の一本化について」質問をさせて

いただきます。 

  この幼保連携については、教育委員会、健康福

祉部こども課、そして総務部の理解が必要だと

思っています。 

  直近で平成22年３月議会で海老名議員が「本市

における小学校就学前の子供の教育・保育行政

について」、昨年平成23年12月議会で小久保議

員が「幼児教育について」でそれぞれ質問なさ

れております。 

  今回の質問は、お二人の議員と重複する箇所が

あるかもしれません。しかし、ことし８月10日、

子ども・子育て関連３法案の成立を受け、今後

の就学前児の教育・保育に関する各自治体のシ

ステムは、大きな変貌を余儀なくされると思わ

れます。 

  この状況下だからこそ、今後の幼稚園・保育所

等の窓口ワンストップ体制は必要だと思ってお

ります。この必要性について、当局のお考えを

順次お伺いしたいと思います。 

  まず初めに、幼稚園教育に対する取り組みの実

態についてをお尋ねいたします。 

  米沢市には、周知のとおり公立幼稚園が存在し

ません。つまり市内10カ所全てが私立幼稚園で

あります。この実情こそが、行政事務において

幼稚園・保育所等の窓口がなかなかワンストッ

プになれない、一元化になれない要因だと思い

ます。 

  幼稚園とは、学校教育法に規定された「学校」

であり、文部科学省所管。幼稚園の先生は「教

諭」であることからもわかるように、基本的に

は教育委員会管轄。 

  保育所は、児童福祉法に規定された「児童福祉

施設」であり、厚生労働省所管。もちろん保育

園の先生は「保育士」であり、米沢市において

はこども課が管轄しております。 
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  また、海老名議員の質問には、当時の健康福祉

部長がこのようにお答えをしています。「幼稚

園のほうに入園されるような対策・誘導方法と

いたしましては、現在、幼稚園側からのパンフ

レットをこども課の窓口に掲示させていただい

ております。もう一つは、保育所の入園申し込

みのとき、特に３歳児から幼稚園入園であり、

その３歳児の幼稚園サイドへの紹介をしていま

す」というものでした。そして昨年の小久保議

員の質問には健康福祉部長が、「幼稚園につき

ましては、文科省の所管ということで、基本的

には教育委員会の管轄であると認識しています。

しかし、保育料の負担軽減、補助金の申請窓口

を１カ所とするという視点から、こども課がこ

の市民の方々向けの窓口ということで、こども

課に一本化されている」というものでした。 

  つまり、教育委員会学校教育課所管であるはず

の幼稚園に関してもこども課がある部分を担っ

ているというのが実情でした。そして、私立幼

稚園へ対して学校教育課が直接的に指導や勧告

できない現実。学校教育課、こども課、この２

課による現状は今も昔も変わりはないでしょう。 

  そこで、お尋ねいたします。現在行っている幼

稚園教育に対する学校教育課、こども課、それ

ぞれの取り組みについてお知らせください。 

  続いて、「子ども・子育て新システムにおける

幼稚園の位置づけについて」お尋ねいたします。 

  この新システムは、平成27年度施行に向けて各

自治体が一元的な実施体制を準備・組織し、市

町村が中心的な役割を担い、児童福祉法、子ど

も・子育て支援法により、全ての子供の健やか

な育ちを重層的に保障する仕組みであります。 

  この中には「学校教育法」の記載はありません。

しかし、新システム内では、保育園・認定こど

も園に通う子供に限らず、家庭教育を受けてい

る子供、そして幼稚園に通う園児も含め「すべ

ての子ども」とうたっております。 

  そこで、お尋ねいたします。今後の新システム

内における幼稚園の位置づけを当局はどのよう

にお考えなのかお知らせください。 

  では最後に、「窓口の一本化を実現する手法」、

「幼稚園教育にかかわる行政のあるべき姿」に

ついてお尋ねいたします。 

  多くの議員の方がこの壇上でただしたように、

就学前の子供にかかわるワンストップ窓口の構

築は、たらい回しになっていた子供を持つ親の

ニーズに応えるためにも、これから訪れる「子

ども・子育て新システム」の施行を鑑みても、

責任自治体として必要なことだと思います。 

  現在、私立幼稚園への事務は、各幼稚園と県総

務部で直接やりとりを行っています。つまり市

には情報が落ちてこないのが現状であります。

このままの現状、果たしていいのでしょうか。

なぜ米沢の子供である幼稚園児にかかわること

を、そしてその情報を得られないのか、それと

も得ようとしなかったのか。 

  やはりここには遠慮が存在すると思われます。

１つは、二重行政になるやもしれない県に対し

てのもの。２つ目は、学校教育課とこども課の

事務分掌がはっきりしていないこと。 

  もうそろそろ一本化に向けて具体的に動きまし

ょう。しっかりと米沢市での担当課を定め、市

内幼稚園教育にかかわっていく。そのために、

幼稚園教育にかかわる行政のあるべき姿、そし

て窓口の一本化を具現化するためにどのように

対応していくか。このことをお尋ねいたし、壇

上からの質問を終わらせていただきます。 

○佐藤 議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの相田光照議員の御

質問にお答えをいたします。 

  私からは、子ども・子育て新システムにおけ

る幼稚園の位置づけについてお答えをいたしま

す。 

  現在の乳幼児保育は、大きく分けて、学校教育

法に基づく幼稚園と児童福祉法に基づく保育所
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において行われております。このような中で、

最近の経済状況や世帯構成の変化を反映し、幼

稚園では定員割れとなる園が数多くあるのに対

し、保育所では多くの待機児童を生じておりま

す。 

  そこで、全ての子供に良質な生育環境を保障し、

子ども・子育て家庭を社会全体で支援するため、

子ども・子育て支援関連の制度と財源を一元化

して新しい仕組みを構築し、教育・保育の質の

高い一体的な提供、保育の量的充実、家庭にお

ける養育支援の充実を図ることを目的に、子ど

も・子育て新システム関連３法が成立し、８月

22日に公布され、平成27年４月からの本格施行

が予定されているものです。 

  これらの法律におきましては、認定こども園制

度の改善や認定こども園・幼稚園・保育所共通

の給付である施設型給付、小規模保育等への給

付である地域型保育給付等を創設します。 

  そこで、幼稚園につきましては、移行の義務づ

けはないものの、質の高い幼児期の教育・保育

を総合的に提供する学校及び児童福祉施設とし

ての法的位置づけを持つ単一の施設、すなわち

改正認定こども園法による幼保連携型認定こど

も園への移行が期待されております。この幼保

連携型認定こども園が担う教育・保育につきま

しては、満３歳以上の受け入れが義務づけられ、

標準的な教育時間の教育を提供すること。また

保育を必要とする子供には、教育に加え、保護

者の就労時間等に応じた保育を提供することが

求められております。さらには保育を必要とす

る満３歳未満の児童につきましても、保護者の

就労時間に応じた保育を提供することとされて

おります。 

  これまで幼稚園は教育のみを行ってきました。

しかし、新システムの移行によって保育を行う

ことも可能になりますので、貴重な社会資産で

あります幼稚園の有効活用が図られ、ひいては、

本市の質の高い幼児期の教育・保育を総合的に

提供する施設になるものと期待しております。 

  なお、各幼稚園におきましては、施設型給付を

受ける施設となるか従前のままの施設として運

営されるかは設置者の判断によりますが、施設

型給付を受けないこととした幼稚園についても、

これまでと同様の教育が展開されるのではない

かと推察しております。 

  これに伴う財政的な支援としましては、私学振

興の観点から、私学助成や幼稚園就園奨励費補

助を継続するための財政支援を継続するよう衆

議院及び参議院の附帯決議として求められてお

ります。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 菅野健康福祉部長。 

  〔菅野智幸健康福祉部長登壇〕 

○菅野智幸健康福祉部長 私からは、市長答弁以外

で所管のものにつきましてお答えいたします。 

  まず、幼稚園教育に対する取り組みの実態につ

いてであります。 

  市長部局に属する各課が所管する所掌事務につ

きましては米沢市行政組織規則において定めら

れており、この中でこども課が行う幼稚園に関

する事務といたしましては、幼稚園就園奨励費

補助金などの事務に関することと規定されてお

ります。したがいまして、こども課におきまし

ては、これに基づき、主に次の４つの補助事業

に関する事務を行っております。 

  まず１つ目に、国の制度に基づく私立幼稚園就

園奨励費補助金であります。これは幼稚園の設

置者がその幼稚園に就園している幼児の保護者

に対して入園料や保育料を減免した場合、本市

からその幼稚園の設置者に補助金を交付するこ

とで保護者の経済的な負担を軽減しようとする

ものであります。 

  ２つ目は、県の補助事業として実施されており

ます私立幼稚園子育て支援費補助金です。これ

は、幼稚園の設置者がその幼稚園に２人以上の

幼児を就園させている保護者に対して保育料を
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減免した場合、その幼稚園の設置者に補助金を

交付することで保護者の経済的な負担を軽減し

ようとするものです。 

  １つ目の私立幼稚園就園奨励費補助金とただい

まの私立幼稚園子育て支援補助金の関係につい

てでありますが、保育所では、２人以上の乳幼

児が同時に保育所に入所している場合、その保

護者の所得に関係なく２人目の保育料が半額に、

そして３人目以降は無料となるよう納入すべき

保育料を決定しており、全ての保護者に対しま

して保育料負担軽減措置がとられております。 

  これに対しまして、１つ目の私立幼稚園就園奨

励費補助金の額は、第二子、第三子以降と増額

はされますが、保育所のように半額もしくは無

料となるような制度にはなっておりませんし、

所得制限によりましてこの補助金の対象外とな

る保護者もおります。そこで、保育所における

保育料軽減策との均衡を図るために、この制度

では保護者の所得制限を設けず、２人目にあっ

ては保育料総額から就園奨励費補助金を差し引

いた額の２分の１を、３人目以降にあっては同

じく10分の９を補助することで保護者の保育料

負担の軽減を図っているところであります。 

  ３つ目としまして、市の単独補助金の米沢市私

立幼稚園振興費補助金であります。これは、本

市の幼児教育の振興を図るため、園児の情操教

育に要する経費や幼稚園の健全な運営に要する

経費の一部について補助するとともに、幼稚園

教諭の能力向上と教育活動のより一層の推進を

図るために各幼稚園に交付されているものであ

ります。 

  最後は、市の単独補助金の米沢市幼稚園連合会

事業費補助金であります。これは、質の高い幼

稚園教育の実現を目指し、各幼稚園が連携、協

力して充実した教育活動が行えるように支援す

ることを目的に交付するものであります。 

  以上のように、こども課におきましては、保護

者や幼稚園への補助金の交付を中心とした事務

を行っております。 

  次に、幼稚園教育にかかわる行政のあるべき姿

であります。 

  子ども・子育て新システム関連３法におきまし

ては、市町村は、小学校就学前の子供の保護者

から子供のための教育・保育給付を受けるため

の認定の申請があったときは、その子供が教育

や保育を受けることを希望する施設の種類を問

わず、これにつきましては幼稚園や保育所など

を言っております、この種類を問わず、教育・

保育給付を受ける資格を有するかどうかを審査

しなければならないとされております。また、

この申請を行った子供が家庭において必要な保

育を受けることが困難であると認められる場合

には、この子供にとって必要な保育の量を認定

することとされております。さらに、市町村は

この支給認定に当たり、教育・保育を提供する

施設として認定こども園や幼稚園、保育所を確

認することとされております。 

  したがいまして、教育・保育給付を受けるため

の認定と保育必要量の認定、さらには施設型給

付に係る確認など、一連の事務が一体不可分で

あると認められますので、これらの事務につき

ましては一体的に行う必要があるものと考えて

おります。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 土屋教育指導部長。 

  〔土屋 宏教育指導部長登壇〕 

○土屋 宏教育指導部長 私からは、初めに幼稚園

教育に対する本市教育委員会の取り組みの実態

についてお答えをいたします。 

  本市教育委員会としましては、幼稚園と連携し

て行っております事業として幼小連絡協議会、

就学指導にかかわっての教育相談、そして幼児

教育連絡会の３つとなります。 

  幼小連絡協議会は、幼稚園・保育園・小学校の

連携を目的に設置され、ことしで34年目となり

ます。昨今、幼児教育の重要性とともに連携の
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強化を図ることの重要性が各方面から言われて

おりますが、本市は30年以上も前からこの点に

着目をし、幼稚園・保育園・小学校の連携を図

ってまいりました。 

  就学指導にかかわる教育相談ですが、各小学校

で行われる就学時健康診断の前後に、入学に際

して配慮を要するお子さんに関して教育委員会

の担当指導主事が保護者の相談を受け、所属し

ている幼稚園を訪問して今後の対応について協

議しております。就学先の小学校とも連携を図

り、安心して入学できるように個別に対応して

います。 

  また、定期的に幼児教育連絡会を幼稚園代表と

こども課と学校教育課が共同で行い、情報を共

有しております。 

  次に、幼稚園教育にかかわる行政のあるべき姿

について、教育委員会として述べさせていただ

きます。 

  教育の目的は人格の形成であり、それは学校だ

けで身につけるものではありません。生涯にわ

たって学び続ける意欲や態度を育んでいくため

には、幼児教育から学校教育へ、学校教育から

社会教育へと連携していくことは大切なことで

す。現在、多くの就学前の子供たちが保育園や

幼稚園で過ごしておりますので、幼稚園や保育

園と学校との連携は欠かせないものと思ってお

ります。 

  教育委員会としては、幼児教育の意義を理解し、

幼稚園で培ってきた子供たちの個性や能力を学

校教育でさらに伸ばしていけるように、学校と

幼稚園の連携を進めていくことが大切であると

考えております。 

  現在、本市には公立の幼稚園がありません。私

立の幼稚園に関しましては、法的なルールに基

づいて独自の園の教育方針に基づいて設置運営

が行われており、県総務部が直接担当しており

ます。本市教育委員会のかかわりとしましては、

幼稚園と学校の連携のパイプをつなぐものと捉

えておるところです。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 

  〔須佐達朗総務部長登壇〕 

○須佐達朗総務部長 私からは、（４）の窓口の一

本化を実現する手法はについてお答えいたしま

す。 

  行政組織につきましては、新たな行政課題や多

様化する市民ニーズに効率的、機動的に対応す

るため、これまでも随時見直しを行ってきてお

ります。例えば平成18年度には全体的に見直し

を行っておりますが、健康福祉部の事務分掌に

つきましては、高齢者福祉に関する事務につい

ては高齢福祉課、学校教育に関するものを除く

児童に関する事務についてはこども課というよ

うに、それぞれ専門的に行う組織に変更してき

たところでございます。これによりまして幼稚

園と保育所についての窓口は一本化されている

と認識しております。 

  また、名称をこども課としたことで市民にとっ

てもわかりやすくなり、住民サービスの向上に

もつながっていると思っているところでありま

す。 

  そこで、御質問にありました今年８月に成立し

た子ども・子育て関連３法に関する事務であり

ますが、本市におきましても、幼児期の教育・

保育、地域の子ども・子育て支援、こういった

ことに対する窓口の整備が必要とされているも

のでありますので、市としては今後、業務の見

直しや人員の適正配置などを含め、組織体制に

つきまして関係部署等とこれまでの経過も踏ま

えながら協議・検討していきたいと考えている

ところでございます。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 相田光照議員。 

○１９番（相田光照議員） ありがとうございまし

た。 

  総務部長からも今後見直しをしていくというよ
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うなお話でしたので、ただ、現状、今一本化さ

れているのかと言われると、実はそこがまだ本

当に一本化されているのか疑問な点がございま

す。 

  順序どおりに総合的にちょっとお話をさせてい

ただきたいなと思います。 

  今の私立幼稚園に関しての情報、いわゆる指導、

勧告というのは、私立がゆえに教育委員会はで

きないというスタンスであると思います。山形

県の総務部の学事文書課というところが担当に

なって私立の幼稚園には直接情報が行っている

という現状があると思います。 

  しかし、その情報を今現在教育委員会のほうで

は、例えば県から直接行っている情報は、市と

してその情報を持っているか、持っていないか

と言われると、どちらでしょうか。 

○佐藤 議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 私立幼稚園の関係の情報

については、直接私どものほうには来ないとこ

ろでございます。 

○佐藤 議長 相田光照議員。 

○１９番（相田光照議員） では、健康福祉部長に

同じ御質問をさせていただきます。窓口が今現

在一本化なっていると言われているこども課と

して、私学の幼稚園に行っているそのいわゆる

事務的な情報等々はこども課としてお持ちでし

ょうか。 

○佐藤 議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 やはり教育委員会と同じ

ように、私どもこども課のほうにも入っていな

い状況でございます。ただ、場合によって、例

えば食中毒のケースとかそういったことがあっ

た場合は、私どものほうからむしろ求めてそう

いったものを頂戴していると。そういったさま

ざまな事案によるんですけれども、そういった

ものを請求しながら業務を進めているといった

ふうな状況です。 

○佐藤 議長 相田光照議員。 

○１９番（相田光照議員） つまり、なかなか教育

委員会にもこども課にも情報が入っていないと

いうのが実情だと思います。 

  ここには先ほど健康福祉部長がおっしゃられた

この行政組織規則というのがあります。これは

市長部局の行政組織規則です。教育委員会のほ

うにも教育委員会の行政組織規則がございます。

これをちょっと読ませていただきますね。健康

福祉部のこども課、１番から７番まで非常にこ

れ具体的に書かれています。具体的にすべきこ

とが、総務課なら何をするのか、健康福祉部こ

ども課なら何をするかと細かく書かれています。

教育委員会もそうです。こども課の（１）から

（７）までありまして、（７）にこのように書

かれています。幼稚園就園奨励費補助等の事務

に関すること。「補助等の事務に関すること」

という文言がございます。そして教育委員会教

育指導部学校教育課、26項目ございます。その

中の４番目、特別支援教育及び幼児教育に関す

ること。先ほど総務部長がおっしゃられました

けれども、いわゆる学校にかかわる、就学にか

かわること以外はこども課に事務的なものが一

本化されているというふうにお答えいただいて

おりますが、それでよろしいですか。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 壇上から申し上げましたとお

り、学校に関すること以外、こども課のほうに

市民の特に窓口については一本化されていると

認識してございます。 

○佐藤 議長 相田光照議員。 

○１９番（相田光照議員） 市民のほうの窓口が一

本化されているということであって、行政が、

いわゆるこの組織内でのどの部署が明確にいわ

ゆる私立幼稚園のその事務、教育以外の事務に

関してやるのかというところは認識されてます

でしょうか。何となく、私これ読ませていただ

いて、どっちにもとれるんです、実は。「特別

支援教育及び幼児教育に関すること」というこ
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の文言だけを見ると、教育委員会だよなと。で

も、こっちの「幼稚園就園奨励費補助等」と書

かれています。などと。この「等」というのが

非常に広いんでないかなと、実は。物すごく広

くて、確かに総務部長がおっしゃったとおりの

認識にもとれます。でも、お互いにそれぞれの

仕事をする上で、この規則を見れば、教育委員

会では、それはこども課でないと。こども課で

も、いや、それは教育委員会でないと。お互い

にここに遠慮だったり、仕事のキャッチボール

でないですけれども、それぞれに割り振ってし

まってなかなかわからない部分があるなと。 

  なぜ、私、今回この話を質問にしたいかと言い

ますと、実は幼保議員連盟という連盟がありま

す。この議員連盟では私立幼稚園の園長といろ

いろ懇談会を１年に１度します。会長になられ

る議員の方は、そのほかに何回か懇談会をさせ

てもらっております。それぞれ幼稚園のＰＴＡ、

保護者の、市長のほうにも多分行っていると思

います。ＰＴＡの連合会のほうから米沢市長殿

ということで、多分市長もお目通しはなさって

いると思いますが、この中で、さまざまなこと

を私たちにお願いしているところがあります。

それは決してお金をくれとかそういうことでは

ないんです。具体的に言うと、子供たちの遊ぶ

ことができる屋内の施設を市内につくってくれ

ないかということであったりとか、小児医療体

制の充実をしてくれと。本当に直接的に自分の

園に対して何かをしてくれ、子供が通っている

その園に対して何かをしてくれというような要

望ではなく、市の体制として、市の行政として、

市の管轄すべきところをしてくれという要望が

私たちに来ます。 

  教育指導部長、先ほどお話のあった幼小連絡協

議会等々でそのような要望等の話は来ておりま

すでしょうか。 

○佐藤 議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 幼小連絡協議会はどちら

かというとそういったハードの部分というより

は、いわゆる入学した子供たちの様子であった

り、今度学校に入ってくる幼稚園、保育園の子

供たちの様子を互いに学び合っているというよ

うないわゆる教諭の先生方自体の会ですので、

そういった園長先生クラスの方々のそういった

話というのはなかなか出てこないところであり

ます。 

○佐藤 議長 相田光照議員。 

○１９番（相田光照議員） その話が出てこないと

いうところには、やはり意外と、どこの部署に

行ったらいいのかな。どこの部署に私立幼稚園

は事務的な部分も含めてどこに相談していいん

だろうと。教育委員会なのかな、こども課なの

かな。わからない部分があるのではないかなと

私は思っています。 

  ここは新システムがこれから27年の４月に向け

て、米沢市としても一元化に向けてその体制を

整えるためにも準備をしていかなければなりま

せん。もし万が一、市長がさっき壇上でおっし

ゃられましたが、私立幼稚園が認定こども園に

かわる。そのときの事務手続等々は必要になっ

てきます。その場合には明確な一本の窓口をつ

くっておかなければ、今後、急な対応、さまざ

まな助成、そういう事務のことを一体的にでき

る分掌がない現状が起こり得るのではないかな

と。そのためにも私はこの行政組織規則をもう

一度やっぱり見直して具体的に書く必要がある

のだと思っています。 

  今、就学前の子供の人数、そして幼稚園に通っ

ている園児、保育園に通っている園児、その他

の園児、大体どのくらいこの米沢市にはいるの

かお教えください。 

○佐藤 議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 就学前児童ということで

私どもこども課のほうで集約している数を申し

上げたいと思います。 

  これはことしの５月１日現在の数でございまし
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て、まず、幼稚園でございます。幼稚園につき

ましては施設の数が10園ございまして、子供さ

んの数1,182名の方が幼稚園に行っていらっしゃ

います。この５月１日現在、就学前の子供さん、

ゼロから５歳までのこの子供の数が、本市内の

全員の数が4,221名いらっしゃいます。したがい

まして、幼稚園に行っていらっしゃる方1,182名、

この全体からすると28％の方が幼稚園に行って

いらっしゃるというふうになります。 

  それから保育所であります。認可保育所でござ

いますが、その施設数は今現在16保育所ありま

す。保育所に行っている子供さんの数が1,415名

ということで、全体の未就学児の数からします

と、今現在33.5％の子供さんたちが保育所のほ

うに行っているというふうなことになります。 

○佐藤 議長 相田光照議員。 

○１９番（相田光照議員） 全体の28％の子供が私

立幼稚園に通っていると。その子供たちがそれ

ぞれの幼稚園でさまざまな教育を受けて、それ

ぞれの小学校に上がっていくと。その中で、や

はり今県と直接連絡を取り合っていることによ

って、意外とこの4,221名という就学前の子供の

中で、保育園に関してはこども課がしっかりと

把握していると思います。そして家庭教育につ

いては社会教育課がしていたりすると思います。

ですが、意外とこの幼稚園教育に関する部分は

空白、エアポケットになっているのでないかな

と思うんです。 

  今後、それは県が直接的に指導することによっ

て確かに情報はなかなかとることはできないか

もしれない。ですが、やはりこの1,182名もの子

供がどのようになっているのか。例えば、例え

ばですよ、今回の議会にも上がってきましたが、

保育園が新しい待機児童解消のために施設を大

きくしていくと。その大きくするために県の補

助がある。その補助を事前に知っていれば、保

育園に対してこういう補助があるから新しく園

舎を広げてみないかという情報提供はできるは

ずです。ですが、幼稚園に関しては情報がない

ゆえに、直接的に県から幼稚園に情報が来ると。

その情報を例えばこども課、教育委員会それぞ

れに持ってきたとしても、そのときはもう時間

的なものが余裕がなく、その補助を受けられず

に終わってしまうというような事例もなきにし

もあらずではないのかなと。つまり、連絡をし

っかり米沢市の窓口はここであるということが

明記されていればこそ、県に対して情報の提供

を求めることが私はできるんだと思います。お

互いにそれぞれがどっちつかずにこの市役所の

中、市役所というか、この組織の当局の中でお

互いにやっているからこそそれぞれにしない現

実があることを考えれば、やはり一本に規則を

かえてしっかりと明記をして、新システムの移

行も含めて、幼稚園の子供たちのその状況を知

る、そして子供たちの教育、そして保育に対し

てもしっかりとカバーのできる体制をとってい

く必要があるのだと思います。 

  ではどこの部署が窓口を担ったらいいのだろう

という部分があると思います。国は、幼稚園の

文部科学省と保育園の厚生労働省がありました。

今回のこの新システムを受けて内閣府に新しく

組織を立ち上げて、そこが今までの縦割り行政

の弊害を打破するために、それをうまくするた

めに内閣府内に新しい組織をつくるという形に

なっています。そして山形県も同じような形で

す。山形県に関しては総務部です。いわゆる国

の内閣府、山形県の総務部。いわゆる中間的な

役割の部署がそれを担っております。 

  では、米沢市ではどこなのかなと。教育委員会

なんですか。こども課ですか。それとも総務部

なのですか。私は、ここは間違いなくこども課

だと思っています。こども課がこの就学前の子

供たちを一括して１つの窓口となって、米沢市

の窓口はこども課であると。そのこども課がし

っかりと山形県からも県の情報を直接的に、公

立でないからわからないということではなくし
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っかりと手を挙げて情報を収集して、今幼稚園

に通う子供たちにどのような情報があるのか、

どのようなことがあるのかを明記すべきだと思

っています。 

  なぜこども課なのか。そこには理由があります。

その理由が、１つは、公立幼稚園が存在してい

ない。つまり今後公立幼稚園が存在しないから

こそ、今後私立幼稚園がもしかすると認定こど

も園に変更していく。そうすると、保育園と認

定こども園とのドッキングといいますか、一緒

に認定こども園としてなっていくシステムが必

要になるということが１つです。 

  それともう一つは、教育と宗教の分離というこ

とがあります。今、幼稚園の学校法人そして保

育園の社会福祉法人には附属の宗教、いわゆる

仏教のお寺様でやっている法人がたくさんあり

ます。それを踏まえれば、それは教育委員会で

はなくやはり担当はこども課として私はすべき

だと思っておりますが、健康福祉部長、今まで

私の考えを述べさせてもらいましたが、私はこ

れから新システムに向けてこども課が米沢市の

幼児教育を担っていくべきだと考えていますが、

健康福祉部長はどのようにお考えですか。もし

しっかりと何か考えがあったらお知らせくださ

い。 

○佐藤 議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 窓口の一本化につきまし

ては、議員お述べのとおりであるというふうに

思います。このたびの子育て新システムの本格

施行に当たりまして、私ども市町村におきまし

ては、幼保連携型認定こども園に係る認可・指

導の一本化、施設型給付の創設などを行うとい

うことで、新制度を一元的に管轄できる体制を

整備することが必要であるというふうに今回の

システムの中でも述べられております。そこの

中の準備段階としましては、まずは対外的な窓

口の一本化を行い、その上で必要な体制の構築

に向けた具体的な検討を行うということで、今

回の中でも国のほうでは求められてきているも

のでございます。 

  したがいまして、国の求めを待つまでもなく、

やはり子育て支援というふうな立場から本質的

に考えましても、窓口の一本化、こども課では

ないのかなというふうに私どもは考えていると

ころであります。 

○佐藤 議長 相田光照議員。 

○１９番（相田光照議員） ありがとうございます。

本当に前向きなというか、私と同じような考え

であるなと思いました。 

  例えば今健康福祉部長が幼児の部分はする、窓

口は一本化であるとおっしゃいましたが、実は

教育委員会は教育委員会ですべきことがたくさ

んあると思います。この幼児教育に関して。先

ほど指導部長がお話しされましたが、やはり就

学のための事務手続、それとやっぱり小１プロ

ブレムと言われる、本当に白から黒にすとんと

変わることによって起こり得る問題を少しでも

解消するためにグレーの部分をつくっていく、

それが幼小連絡協議会だったりすると思います。

その部分はしっかりと教育委員会で今後もして

いっていただきたいなという思いがありますが、

それはどうでしょう。 

  教育長、教育長はこの幼児教育の今後のことに

対して、いわゆる子供に関しての事務というか、

運営事務に関してはやっぱり窓口としてはこど

も課。そして教育委員会は、小学校とのパイプ

としての教育委員会の役割はあると思うんです

が、教育長はこの幼児教育に関してどのように

お考えになっているでしょうか。 

○佐藤 議長 原教育長。 

○原 邦雄教育長 これまでもそういうようないわ

ば分業という形で実際の業務に当たってきたと

思います。やはり教育委員会としては、幼稚園

それから保育園と小学校を結びつけるパイプ役

として今後もその使命を果たしていきたいとい

うふうに考えております。 
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○佐藤 議長 相田光照議員。 

○１９番（相田光照議員） 総務部長、やはりお互

いの、今、指導部長、教育長のお話を聞いてみ

てもやはり私は窓口をこども課により強固によ

りわかりやすく持ってくるべきだと思っていま

す。そのためにこの規則の具体的に書いていく

ことも必要でありますし、恐らく人員的な保障

は必要だと思います。それは新しく人を採用す

るというところでありません。それはもちろん

人員で、人いっぱいなんていないと思います。

すごく削減している人もいない中ではあります

が、この新しいシステムによって、保育園行政

のみでなく幼稚園行政に関しても米沢市として

かかわっていくということを考えれば、ある程

度の人員の保障もしくは規則の改正は必要だと

思いますが、それを総務部としてやっていただ

けるかどうかお聞きしたいと思います。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 今回の３法については相当大

きな改正であると思っております。先ほどの健

康福祉部長のお話もありましたけれども、事前

にその事務量も膨大になるだろうと。ただ、期

間的には17年の４月なので、もう少し検討する

時間がありますので、その中で十分組織改正も

含め検討させていただきたいと思っております。 

○佐藤 議長 相田光照議員。 

○１９番（相田光照議員） では、最後に市長、今

のお話を聞いて、就学前の幼児にかかわること

です。市長は、この窓口の一本化についてどの

ようにお考えか、最後にお述べください。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 進めていかなくてはならないと

いうように思っています。 

○佐藤 議長 相田光照議員。 

○１９番（相田光照議員） ぜひ進めてください。

そして本当にわかりやすく、そしてお互いに行

政内でも仕事を遠慮することなく、胸を張って

仕事をしていく。そして、幼児の小さい子供た

ちを健やかに教育と保育ができるシステムをつ

くっていただくことをお願い申し上げまして、

一般質問を終わらせていただきます。ありがと

うございました。 

○佐藤 議長 以上で19番相田光照議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 

午後 ０時０４分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 １時００分 開  議 

 

○佐藤 議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  次に進みます。 

  一つ、本市の都市公園及び緑地のあり方につ

いて外１点、14番齋藤千惠子議員。 

  〔１４番齋藤千惠子議員登壇〕（拍手） 

○１４番（齋藤千惠子議員） 一新会の齋藤千惠

子です。師走に入り、何かと気ぜわしい毎日で

すが、米沢もすっかり冬到来となり、雪が積も

ると何か冬を迎える覚悟ができるような気がい

たします。雪は多い米沢ですが、子供を育てる

なら米沢、年を重ねて心豊かに過ごすなら米沢

と胸を張って言えるような米沢にしたいと思い、

今回も身近な問題を取り上げました。 

  それでは、質問に入ります。 

  大項目１つ目は、米沢市の都市公園及び緑地

のあり方について質問いたします。 

  公園というと子供の遊び場というイメージが

大きいと思いますが、少子高齢化となり、みん

なが気軽に集まるコミュニティーの場として

「公園のあり方」が変わってきていると思いま

す。例えば子供たちの健全な育成の場として、

どの公園にも子供が遊ぶ遊具は多いのですが、

少子高齢化社会に対応した、特に人生の先輩に
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配慮した木陰のあるベンチや、緑の中で憩うこ

とのできる近隣のコミュニケーションの場とし

て活用できる空間の確保がこれからはとても大

事なことだと思いますが、我がまちの公園の現

状についてまずお尋ねいたしたいと思います。 

  公園の魅力を常に高め、利用率の向上を図る

ために、住民のニーズや利用状況に応じた施設

内容の見直しや、地区の状況に応じた施設の更

新を図ることも重要です。公園の施設は年々老

朽化が進み、全面的な見直しや中長期的な取り

組みが必要なものについては計画的に施設のリ

ニューアルを進めることも必要かと思いますが、

この施策について現状はいかがでしょうか。 

  ここで、開発行為による公園・緑地・広場に

ついてお尋ねいたします。 

  いわゆる法的措置、つまり開発行為の面積が

0.3ヘクタール以上の開発行為にあっては、開発

面積の３％以上の公園、緑地または広場の設置

が義務づけられています。市内各地にある「な

かよし広場」や「ちびっこ広場」などと名づけ

られた広場です。新興住宅地に移り住んだ人々

はいろいろな地域から来た人々です。そのため、

初めは「隣は何をする人ぞ」という状態です。

そんな状態の中から地域コミュニティーを形づ

くるきっかけの一つがこの広場です。 

  あちこちにあるこの広場について現状を把握

なさっているのでしょうか。憩いの場とは到底

思えないような状態の広場が多いのですが、今

後の取り組みについてお尋ねいたします。 

  さて、今までの公園の整備は、量の確保に重

きを置き、行政が主体となったいわゆる標準化

した公園づくりを展開してきました。しかしな

がら、少子高齢化が進み、行政主体の「つくる

側の視点」から公園を利用する市民主体の「使

う側の視点」へ発想を変え、「地域に愛され育

まれる公園」としての利活用が求められている

と思います。実際、１人当たりの公園面積とい

う指標による量的な整備では、山形県は北海道、

宮崎県、富山県に次ぐ４位で、量的には十分恵

まれていると思います。しかし、公園の充実度

は、その必要性や質的な面も検討する必要があ

り、単純な指標だけで把握することはなかなか

難しいものです。 

  公園１つの整備をするにしても、１人でも多

くの市民の皆様、そして地区公園と訪れた観光

客の方々により、産業振興につなげる。その位

置づけが今までの公園の維持管理という事業の

中できちんと示されていないと私は思いますの

で、まちづくりのための公園及び緑地のあり方

についてお尋ねいたします。財政難の苦しい時

代からこそ、市民総力挙げて美しい公園、美し

い町並みを維持していかなければならないと考

えますが、今後の公園の総体的な管理運営体制

について、その方向性をお示しください。 

  次に、維持管理の中の「遊具の維持管理」に

ついてお尋ねいたします。 

  平成14年に策定した国土交通省の「都市公園

における遊具の安全確保に関する指針」を、そ

の後続いた遊具の事故を踏まえ、国は平成20年

に改訂いたしました。国の指針の前書きは省略

いたしますが、国として、「子供にとって遊び

は極めて大切であり、そのための遊具の安全確

保に配慮すべきである」と明文化したという意

味において重いものがあります。国の指針を受

け、本市においても、雨、風、とりわけ豪雪に

さらされていることを考えると、年１回の安全

点検はもちろんのこと、老朽した遊具、さび、

腐食、劣化、損傷などの遊具に関して計画的な

修繕、更新に努めることも急務と思いますが、

現状と今後の取り組みについてお伺いいたしま

す。 

  次に、防災公園の提案をいたします。地震な

どの災害のときに公園が避難場所として最低限

の機能を備えることがこれからの公園のあり方

の一つと考え、防災公園の提案をいたします。 

  米沢市の都市計画マスタープランによると、



- 167 - 

「災害時においても有効利用できる公園施設の

整備に努めるとともに、防災公園について検討

する」とありますが、私も議会から都市計画審

議会委員を仰せつかっておりますが、平成12年

に課題とされたものが、いまだ手つかずなのは

いかがなものでしょうか。10年ごとに見直しを

かけるということでしたが、防災機能の整備に

ついて全く実績がないというのはどういうこと

でしょうか。大震災の後だからこそ緊急の課題

と考え、改めて提案させていただきます。 

  公園緑地を初めとするオープンスペースは、

災害発生時においては避難場所や延焼を防ぐな

どの役割があり、身近な存在である都市公園や

学校が主にこの役割を担っているものと考えら

れます。また、その後の援助活動や復興支援の

拠点として公園緑地が果たす役割は大きく、公

園緑地の整備が市民の皆様の命・財産を守り、

災害からの復興を進める上でも欠くことのでき

ない役割の一つを担うものだと考えます。 

  災害時に避難して最も困るものの一つがトイ

レではないでしょうか。給水や電気などが寸断

された場合でも利用できるトイレの一つが、あ

らかじめサイレントを避難場所に埋没しておく

方法です。また、工具なしで組み立てられる簡

易トイレもあります。また、通常は人々の憩い

の場としてベンチの機能を果たしますが、災害

時には、ベンチの座の部分を取り外せば自立型

テーブルや応急ベットとして機能する設計など、

東日本大震災後、多種多様な機能を備えたもの

が数多く出回っております。 

  停電した場合でも、ソーラー発電により公園

灯を照灯することができるＬＥＤ発光併用型も

あり、この明かりを目印に避難場所を特定する

こともできます。 

  災害時に必要なものは「水」「食料」「トイ

レ」です。本市においても、都市計画マスター

プランによれば、「緊急時における安全性を確

保するため、備蓄倉庫や耐震性貯水槽の設置等、

防災機能を持った整備を検討していく」とあり

ますが、ぜひ最低限の機能を備えた防災公園を

早急に設置いただきますように御提案いたしま

す。 

  大項目２つ目は、自転車を活用したまちづく

りです。 

  自転車は、幼児から高齢者まで幅広い年齢層

の方々が多様な用途で利用する市民の身近な交

通手段であり、東日本大震災による交通の混乱

を機に交通手段としても注目を集めています。

また、地球環境に優しい交通手段としても見直

されてきていますが、一方、自転車にかかわる

諸問題が依然未解決のままであり、具体的な自

転車施策が明確に示されていないのではないか、

もっと言えば、施策が実施されていないことが

諸問題の未解決を生んでいると言っても過言で

はないと思います。 

  さて、本市は冬期間を除けば自転車利用人口

は多いと思われますが、利用者数の把握はなさ

っていますか。 

  また、自転車は、地球に優しい交通手段とし

ての見直しの観点から、本市の最近の二酸化炭

素排出量をお尋ねいたします。山形県や全国平

均と比べて、原因を含めた現状分析はいかがで

しょうか。地方小都市として自動車利用が多い

ことから、本市は比較的高いのではないかと推

察されます。 

  次に、自転車利用のための教育についてお尋

ねいたします。 

  自転車事故は全国的に見ると16歳、17歳が飛

び抜けて多いと言われています。原因の一つと

して、自転車の通行のルールや責任が理解され

ていないことが挙げられております。「自転車

も道路交通法の規制対象である」という大前提

が周知徹底していないのではないかと思います。

例えば交差点での一時停止を違反すると、３カ

月以下の懲役または５万円以下の罰金。また、

自転車は車道が原則、歩道は例外です。自転車
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に乗るとき意外と知られていないのは、自転車

による違反行為は、自動車違反と異なり青切符

の制度の適用はなく、すぐに赤切符の対象にな

るということです。最近、全国的には高校生に

対して赤切符が切られる事例がふえているそう

です。 

  日本では、自転車は道路交通法でれっきとし

た軽車両であるにもかかわらず、間違った認識

により自転車は歩道を通行する存在のように思

われています。つまり、自転車は曖昧で中途半

端な状況に置かれ、そのことが歩道上でも車道

上でも事故を引き起こす原因となってさえいま

す。実際、このような間違った位置づけをして

きたことにより、人々は歩行者の延長のような

気持ちで気軽に自転車に乗り、一部の人は交通

法規を無視して、それが事故や道路交通の秩序

を乱すことにもなっているのです。多くの利用

者が、自転車は道路交通の一部として法を必ず

守ること、そして自転車の位置づけは社会全体

で根本的に見直していかなければ、人々の意識

を変えることは難しいのではないでしょうか。 

  そこで、学校教育の中で、自転車利用のため

の教育はどのようになっているのでしょうかお

尋ねいたします。 

  これまで幼稚園でも小学校でも中学校でも安

全教育に取り組んできていること、そしてそも

そもこの問題は家庭教育であることも十分承知

しておりますが、交通教育指針に基づき、学年

相応のもう一歩進めた交通教育を推し進めてい

ただきたく、現状と今後の方針についてお伺い

いたします。 

  全国には自転車免許制度のある自治体もあり

ます。以前よりこの是非については分かれると

ころでありますが、免許制だけでは自転車の交

通ルールやマナーは守れないのではないか。た

かが自転車と侮らずに、一人一人が自転車の危

険性を認識し、交通ルールやマナーを守ること。

そしてそれ以前に、小さいうちから何よりも人

の命が大切なこと、その一つは、一人一人が交

通ルールを守り交通マナーを守ること。この教

育を繰り返し繰り返し行うこと。規制よりも教

育が大切であることは明白です。 

  「自転車都市宣言」を行っているドイツのミ

ュンスター市では、交通ルールは、９歳のとき

に学校の正式な授業として徹底して教育が行わ

れています。乗り方だけではなく、ハンドサイ

ンや交通法規などを学んで初めて車道の通行が

認められるのです。それ以前、つまり８歳まで

は例外的に特別に歩道通行も認められているの

です。このように学校の正式な授業で身につけ

て初めて車道の通行が認められているのです。 

  本市においても、現在の自転車教室の実施を

さらに進めて、授業で徹底的に教育するシステ

ムはつくれないものでしょうか。中学高校生に

対しても自転車安全教育を徹底していけば身に

つくのではないでしょうか。小さいうちから身

につくまで徹底した教育が必要かと思います。

今後の取り組みについてお伺いいたします。 

  次に、自転車利用に関する施策、そして自転

車を活用したまちづくりの方向性についてお伺

いいたします。 

  市長が会長である米沢市交通安全対策会議の

第９次米沢市交通安全計画、つまり本市が講ず

べき交通安全に関する施策の大綱を定めたもの

がありますが、改めてここで、自転車の事故の

未然防止や事故対策のために行政としてやるべ

き課題をどのように考えているかお伺いいたし

ます。 

  さて、まちづくりの施策として、全国各地で

行われているロードレースとまではいかなくて

も、サイクリングツアーの開催などいかがでし

ょうか。サイクリングツアーは、サイクリング

を楽しみながら、米沢市の魅力をゆっくり堪能

するサイクリングツアーを普及し、地域の活性

化を図るとともに、サイクリングロードと観光

資源や山や川などとの連携を強化し、総合的に
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推進する事業です。これは自転車道や自転車、

歩行者、そして車の共存できる道路の整備につ

ながります。このほか自転車駐輪場の整備、交

通手段としての自転車利用スタイルの構築など、

持続可能な交通としての自転車を利活用したま

ちづくりの方向性をお示しください。 

  以上で壇上からの質問を終わります。 

○佐藤 議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの齋藤千惠子議員の

御質問にお答えをいたします。 

  私からは、本市の都市公園及び緑地のあり方

についてお答えします。その他につきましては

部長よりお答えします。 

  まず、遊具等の設置状況についてであります

が、現在24カ所の都市公園及び20カ所の開発緑

地、合計44カ所に設置してあります。これら全

ての遊具について、年１回定期点検を専門の業

者に委託し実施しております。 

  また、開発緑地の本来の設置目的であります

が、地域の良好な環境の形成、スポーツや遊び

場の提供、避難・援助活動の場の提供などであ

り、都市計画法第33条により、御質問にもあり

ましたが、3,000平方メートル以上の開発区域に

おいては面積の３％以上設置することとなって

おります。 

  次に、本市の取り組みについてでありますが、

都市公園の維持管理につきましては、業者に維

持管理業務を委託して定期的な管理を行うとと

もに、市も定期的にパトロールをしながら適切

な管理に努めているところであります。 

  一方、開発緑地の維持管理につきましては、

遊具やフェンスなどの修繕、大規模な樹木の剪

定等を米沢市が、そして清掃や除草、軽微な樹

木の管理は町内会とそれぞれ役割を分担して行

う内容の管理協定を締結して管理を行っている

開発緑地があります。これは146個ある開発緑地

のうち57個にとどまっておりますので、今後、

残りの箇所につきましても協定締結を進めてい

く考えです。 

  都市公園及び開発緑地については、市民や子

供たちの憩いの場や遊びの場でもありますので、

遊具などについて引き続き定期点検を実施し、

安全を確保してまいりたいと考えております。

特に開発緑地の遊具については、市民満足度調

査においても安全に遊べる公園等の充実を図っ

てほしいとの意見が多く寄せられておりますの

で、更新及び修繕などについて関係する町内会

と協議を行いながら検討していきたいと考えて

おります。 

  最後に、防災公園についてでありますが、公

園、緑地は、災害時における一時避難及び救援

活動の場、あるいは大火災の延焼を防止するた

めの緩衝帯として位置づけられており、防災上

重要な役割を担っていることから、今後とも未

整備公園の計画的な整備と適切な維持管理を行

い、安心で安全な公園の維持に努めてまいりた

いと考えております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 赤木市民環境部長。 

  〔赤木義信市民環境部長登壇〕 

○赤木義信市民環境部長 私からは、自転車を活

用したまちづくりのうち、本市における自転車

利用の現状、自転車利用に関する施策、温室効

果ガスの実態についてお答えいたします。 

  まず初めに、本市における自動車利用の現状

でありますが、まず、平成24年３月１日に山形

県の道路交通規則の一部が改正されましたので、

その概要について簡単に説明いたします。 

  このたび改正されました理由としましては、

自転車に乗りながら携帯電話やヘッドホンを使

用する人がふえており、これに伴って交通事故

の被害者や加害者となるケースが全国的に増加

していることから、次の３点が追加されたもの

でございます。１つ目は、自転車に乗りながら

携帯電話等の通話や操作の禁止。２つ目が、ヘ
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ッドホン、イヤホンの禁止。３つ目が、傘差し

運転の禁止となっており、禁止行為には５万円

以下の罰金という罰則規定がございます。 

  なお、改正された以降の違反行為についてで

ございますが、米沢警察署にお聞きしましたと

ころ、検挙した実績はないとのことでございま

した。警察では違反したからすぐ検挙するとい

うことではなくて、現在は見つけたらやめるよ

う指導しているということでございました。 

  次に、年齢層別の自転車事故の状況について

でありますが、平成23年の実績では、死傷者数

が山形県内で892人、米沢市内で100人となって

おります。そのうち16歳、17歳、つまり高校生

の死傷者数は、山形県内では223人で全体の25％、

米沢市内では16人で16％となっており、死傷者

数を年齢層別で見ますと、一番多いのは高校生、

次いで70歳以上、そして60歳代の順になってご

ざいます。 

  次に、具体的な自転車の安全利用のための施

策について申し上げます。 

  これは交通安全事業全般に総じて言えること

ですが、交通事故防止に特効薬はございません。

啓発・広報活動などを効果的かつ継続的に行い、

交通安全に対する意識を高めていくことが必要

であることから、本市では、平成23年度から平

成27年度までの５年間を計画期間とし昨年度作

成した第９次米沢市交通安全計画の中に、自転

車の安全確保の項目を設けるなど、自転車の安

全利用施策を強化していくこととしております。 

  次に、自転車の安全利用に関する活動を申し

上げますと、小学校、中学校につきましては、

本市の交通安全専門指導員が自転車の安全利用

をメーンとした指導を行っております。また、

高等学校、山形大学工学部、米沢女子短期大学

につきましては、米沢警察署が自転車の安全利

用の講習会を開催しております。さらには、各

季ごと行われます交通安全県民運動期間にあわ

せて、交通安全関係団体の御協力を得まして、

駐輪場、高等学校、スーパーマーケットなど自

転車利用者の多い場所での啓発活動を行ってい

るところであります。 

  交通事故を根絶するには、行政、交通安全関

係団体の活動も大変重要でありますが、市民一

人一人が交通事故を起こさない、交通事故に遭

わないように交通安全に対する意識を常に持ち、

交通ルールを遵守する必要があります。自転車

の安全利用の重要性につきましても、今後とも

市民の皆様に呼びかけていきたいと考えており

ます。 

  最後になりますが、自転車を活用したまちづ

くりのうち、温室効果ガスの実態についてお答

えいたします。 

  まず、温室効果ガスの排出量につきましては、

製造業、建設業、農林水産業などの産業部門と

家庭、店舗などの民生部門など部門別のエネル

ギー消費量と、これらに起因する二酸化炭素排

出量などを推定する方法により算出されますが、

本市におけるエネルギー消費の統計は行ってお

りません。 

  したがいまして、山形県の傾向で申し上げま

す。なお、排出量の比較は京都議定書による平

成２年度が基準年度となっております。平成21

年度の山形県内の温室効果ガスの総排出量は、

二酸化炭素換算で931万9,000トンとなっており、

平成２年度の排出量825万3,000トンと比べます

と12.9％増加しており、県民１人当たりの排出

量では約26％増加しております。また、平成２

年度では、産業部門の排出量が259万6,000トン

で全体の構成比では36.6％でしたが、平成21年

度では、家庭や店舗などの民生部門が338万

3,000トンで構成比が40.2％と逆転しております。

また、自動車等運輸部門は約185万トンで、ほと

んど変化がない状況で推移しているようでござ

います。 

  このように、温室効果ガスはエアコンの使用、

電化製品の多様化などによって家庭などから排
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出される量が増加しており、さらに効率的な節

電に努めるとともに、横ばい傾向ではあります

が、自動車の排出量も減少していないことから、

自動車にかわる移動手段として環境負荷の少な

い自転車の利用を推進していくことは温室効果

ガスの減少につながっていくものと考えており

ます。 

  それから、漏れましたが、市内における自転

車利用者数でありますが、利用者数の把握は極

めて困難でありますので、まず自転車の所有台

数を自転車防犯登録台数で調べたところ、米沢

警察署管内の登録台数は米沢市と川西町を含め

まして約８万3,000台となっておりました。その

うち米沢市分はおよそ８割の約６万6,000台にな

るということでございます。必ずしも所有台数

イコール利用者とは言えませんが、本市には通

勤、通学、買い物などに自転車を利用している

人は相当数おられるものと推測されます。 

  私からは以上でございます。 

○佐藤 議長 土屋教育指導部長。 

  〔土屋 宏教育指導部長登壇〕 

○土屋 宏教育指導部長 私からは、初めに、小

中学校の自転車にかかわる指導の現状について

お答えをいたします。 

  現在、市内の小中学校では、環境生活課や地

区交通安全協会の協力を得て、春、自転車に乗

り始める前に交通安全教室を実施しております。

小学校の中学年以上では自転車の乗り方を中心

に指導しており、交通ルールについて学んだ後、

実際に自転車に乗りながら路上で練習をしてお

ります。また、中学校では、交通安全教室でル

ールなどの指導とともに自転車そのものの整備

点検も行い、不備がある場合は修理を義務づけ

ております。整備された自転車にのみ学校のス

テッカーを配布し、通学や部活動に使用するこ

とを許可しております。いずれの学校において

もこの交通安全教室を受けるまでは自転車に乗

らないなどルールを決めているようです。また、

そのほかにも大型連休前、夏季休業前などには、

学級ごとに学級活動として具体的に事故の例を

挙げて乗り方の確認を行い、年に何回か繰り返

して指導を行っております。また、校外学習や

クラブ活動として自転車に乗る場合は、保護者

に協力していただき、ルールを守って乗ってい

るかどうか安全確認に努めております。また、

小学校低学年のときに必ず親子サイクリング等

を行い、親子で自転車の乗り方について学ぶ機

会を設けている小学校もあります。 

  次に、今後の指導の方針について申し上げま

す。 

  議員お述べのとおり、自転車は免許があるわ

けではなく、これができないと乗ってはいけな

いという明確な基準があるわけでもありません。

だからこそ学校では繰り返し交通規則を指導し、

規則を守るという規範意識を高めていかなけれ

ばならないと考えます。 

  自転車は被害者だけでなく加害者になる可能

性があります。子供といえどもルールを守らな

いと人を傷つけることにつながるということを

十分認識させることは学校教育で行わなければ

ならないというふうに思います。 

  しかしながら、自転車の乗り方は学校が全て

指導したり許可したりするものではありません。

保護者がきちんと初めにルールを決めて子供に

自転車を与えるなど、学校と家庭と地域で連携

しながら、互いの役割を確認しながら、協力し

て指導していきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 唐澤建設部長。 

  〔唐澤一義建設部長登壇〕 

○唐澤一義建設部長 私からは、２の（４）自転

車を活用したまちづくりの方向性についての御

質問の中の、市道において歩行者、自転車、自

動車が共存するためには自転車利用の環境を整

えていく必要があると考えられるが、どのよう

に取り組んでいくのかについてお答えいたしま
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す。 

  初めに、本市の歩道等の設置状況についてで

ありますが、歩道等設置延長が約９万5,900メー

トルあり、幅員が1.0メートルから６メートルと

なっております。歩道等の設置に当たっては、

車道との間に縁石を設置し、フラット方式・車

道と平らになっているものや、マウンドアップ

方式・車道より高くなっているもの、により区

分し整備をしてきたところであります。 

  自転車の通行できる歩道等については、道路

構造令に基づき自転車の交通を前提とした幅の

広い歩道、自転車歩行者道として整備したもの

や、道路交通法に基づき自転車が通行可能な歩

道として指定したものがあり、いずれも自転車

及び歩行者専用の道路標識が立っております。 

  したがって、これらの自転車が通行できる歩

道等以外は、自転車道を含みますが、原則車道

の左側を通行していただくことになっておりま

すが、道路交通法では70歳以上の方や13歳未満

の児童、幼児、体の不自由な方などには自転車

及び歩行者専用の道路標識がない歩道を自転車

で通行できるようになっております。 

  1970年から1990年代に整備された幅員３メー

トル未満の歩道等については、歩行者と車両の

通行帯を分離することで歩行者の安全確保を図

ってきたという経緯がありますので、今も狭い

歩道等が存在するものと考えております。議員

御指摘の歩道と車道との間にある外側線で区画

された狭い部分でありますが、この部分は路肩

であり、自転車が通行する部分ではなく、自転

車は基本的に車道の左側を通行していただくこ

とになります。 

  また、自転車利用の環境を整えていくべきで

はないかとのことでありますが、自転車専用レ

ーンなどの施設整備においては、現実的に限り

ある道路空間に設置することは極めて困難であ

りますので、自転車はどこを通行すればいいの

かなど自転車を利用する方のマナー、ルール遵

守が重要であると考えています。 

  一方、今後新たに道路を整備したりする場合

は、歩道等の整備の必要に応じ自転車も通れる

幅の広い歩道等を前提に整備していきたいと考

えておりますので、御理解をお願いいたします。 

  私からは以上でございます。 

○佐藤 議長 神田教育管理部長。 

  〔神田 仁教育管理部長登壇〕 

○神田 仁教育管理部長 私からは、自転車を活

用したまちづくりの方向性についてのサイクリ

ングツアーなどに対する米沢市の取り組みにつ

いてお答えいたします。 

  本市においては、交通規制を伴う競技性の高

い自転車のロードレース大会は開催されており

ませんが、米沢サイクルスポーツ競技連盟主催

のサイクリングイベントが開催されております。

このイベントはことしで５回目であり、名称は

「グランフォンド飯豊」と言います。コースは、

米沢総合公園をスタートし、川西町、飯豊町を

経由し、小国町で折り返して米沢総合公園にゴ

ールする全長160キロで行われております。また、

交通法規に従って走行するもので、山岳ロード

をサイクリングすることを通して、飯豊連峰の

すばらしい景色を満喫し、健康増進を図ること

を目的とした大会であります。 

  本市といたしましては、さまざまなスポーツ

イベントの開催や大会を誘致することが、交流

人口の増加と経済効果につながる有効な手段だ

と考えております。現在、米沢おしょうしなハ

ーフマラソン大会や、この秋に完成した人工芝

サッカーフィールドを活用した大会、合宿誘致

事業などに力を入れておりますので、現時点で

は、スポーツイベントとしての観光地めぐりを

含めたサイクリングツアーを開催することは考

えておりませんので、御理解をお願いいたしま

す。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 齋藤千惠子議員。 
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○１４番（齋藤千惠子議員） 御答弁ありがとう

ございました。 

  それでは、まず最初の、146カ所ある開発緑地

のうち57カ所しか協定を結んでいないという先

ほどの市長の答弁についてお尋ねいたします。 

  都市緑地法では、米沢市はそれぞれのそこに

存在する町内会と管理協定書を結ばなければい

けないという協定の規定があるわけですが、こ

れは３分の１強ぐらいしか協定書を結んでいな

いということでございましたが、私も実は見せ

ていただきましたが、市民の方々は、特に町内

会長さんは、そういった開発緑地のある町内会

長さんのお話によれば、見たこともないし当初

からそんなお話も聞いていないという町内がた

くさんございました。それに関して、いつまで

この管理協定書をきちんと整備するおつもりな

のかお聞かせください。 

○佐藤 議長 唐澤建設部長。 

○唐澤一義建設部長 開発緑地につきましては、

日常の管理等につきましては地元にお願いをし

てきたというふうなことでございますが、時間

の経過とともにそういったところが曖昧になっ

てきたというようなこともございまして、今地

元のほうと管理協定を結びながら、市と地元の

管理の状況を明確にしていこうというようなこ

とで今協定を結ぼうということでやっているわ

けでございますが、結果的に146のうち57カ所に

なっているというようなことでございまして、

こういった管理協定につきましても、地元のほ

うと協議をしながら早急にそういったことで進

めていきたいというふうに思っているところで

ございます。 

  いつまでというふうなことなんですが、地元

のほうとそういった形で協議をしていきたいと

いうふうなことで考えております。 

○佐藤 議長 齋藤千惠子議員。 

○１４番（齋藤千惠子議員） 今の御答弁をお聞

きすると、時間の経過とともに何か曖昧になっ

てきたというようなお話のように聞こえますが、

146カ所のうち57カ所、今現実的に協定書がある

わけですが、協定は結んではいたのですか。そ

れとも、最初から結ばなかったのですか。どち

らですか。町内会長さんが次々と町内によって

もかわられるわけですよね。一番最初そこの開

発行為があったときに、開発緑地としてこの広

場を設定する。そのときに結ぶ管理協定書を、

時間の経過とともに町内会でというお話ですが、

きちんと結んだけれども、町内によっては町内

会長さんがかわられて、どこがどういうふうに

管理するのか、例えば除草はどこか、上物につ

いてはとか、樹木についてはということが曖昧

になってきたのか。それとも、そういう手続は

なかったところが多かったのか。どちらですか。 

○佐藤 議長 唐澤建設部長。 

○唐澤一義建設部長 宅地開発につきましては、

宅地開発指導基準に基づきまして、開発業者の

ほうと指導基準に基づいて開発をしていただい

てきているわけでございます。開発緑地につき

ましては、通常のといいますか、日常の点検等

につきましては地元でやっていただくというふ

うなことでやっておりまして、特に地元といい

ますか、町内会が組織されるまで相当の日数が

かかるというふうなことでやってきておりまし

て、協定等を最初からは結んでいなかったとい

うふうなことでございます。 

○佐藤 議長 齋藤千惠子議員。 

○１４番（齋藤千惠子議員） 何度も繰り返して

申しわけありませんが、そうすると、そういう

ふうな整備をするまで時間がかかったので結果

的には結ばなかったところが多かったから、今

後協定書を結ぶということで、そういうふうに

理解してよろしいでしょうか。 

  そうすると、いつまでという御答弁はいただ

けませんでしたが、やはり開発行為のあった土

地というのはもう一昔も二昔も前のようなとこ

ろがかなりありますので、どうか早急に整備し
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ていただきますように、そして各町内の方にも

その辺を御理解いただきますように、悲惨な状

態の広場がたくさんあることも御承知のことだ

と思いますが、よろしくお願いいたします。 

  続いて、遊具の安全点検について再度お伺い

いたします。 

  年１回の専門業者による定期的な点検という

ことでございましたが、それはどのような点検

ですか。目視でしょうか。 

  また、その点検をなさる方は専門家というこ

とでございましたが、遊具日常点検講習会など

というような、そういった講習会を当然ながら

受けていらっしゃる専門業者でいらっしゃいま

すでしょうか。確認したいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

○佐藤 議長 唐澤建設部長。 

○唐澤一義建設部長 遊具の点検でございますが、

そういった専門の業者、そういった能力のある

専門の業者で行っておりまして、当然目視も含

みますが、打音とか、そういったものを聞きな

がらとか、そういった専門的な見地から検査を

していただいているというところでございます。 

○佐藤 議長 齋藤千惠子議員。 

○１４番（齋藤千惠子議員） そうしますと、そ

の点検をなさった後報告書などというものが上

がってくるわけでしょうが、その公園にもより

ますが、私の申し上げている公園はその都市公

園の話ですが、公園にもよりますが、随分さび

や腐食の進んだところもありますが、そういう

ことに関して、更新したり、新しくなどなさっ

ていらっしゃるところはあるのですか。それと

も、点検をして、まず大丈夫だからということ

で、そういう形をとっているのでしょうか。 

○佐藤 議長 唐澤建設部長。 

○唐澤一義建設部長 点検の結果に基づきまして、

使用ができない、使用不可のものにつきまして

は、地元のほうと話し合いをしながら、使用不

可ということで、使用ができないように使用中

止というようなことでやっております。 

  あと、修繕等につきましては、修理が必要な

もの、使用は可能ですが修理が必要といいます

か、塗装等が必要なものについては、計画的に

修繕をやっているというふうなことでございま

す。 

○佐藤 議長 齋藤千惠子議員。 

○１４番（齋藤千惠子議員） 時間もないので、

もう一回だけにこれはいたしますが、今回この

一般質問をすることで、ずっと私も開発行為に

よる緑地並びに都市公園を回りました。私が回

ったのは雪の降る前、秋だったのですが、日曜

日にもかかわらず閑古鳥の鳴いているような状

態の公園が多かったです。そのときに、いろい

ろそこのお近くの方や利用なさっていらっしゃ

る方やいろいろな方にお話を伺ったところ、や

はり安全点検をしていただいて、遊具がこれは

使用不可だとなったら、それを撤去するか、ブ

ランコだったら上に上げてしまって全く使えな

い状態になっていると。更新したり新しいもの

にかわったりするような対策ではなく、危ない

から使えない、使えないから使わないでねみた

いなそういった状態に安全点検をしていただい

てもなっている状態だと。だから公園は子供た

ちを安全で安心して遊ばせるような状態にはな

っていないというのが利用者の多くの声でした。

それが米沢市が行った満足度調査にもそういう

形で載っているのではないかと思いますので、

どうぞここは再考の余地があると思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  それから、防災公園についてですが、都市計

画マスタープラン、平成12年にこんな立派なお

つくりになっていらっしゃるこの中に、きちん

と課題として、その当時、防災公園というもの

を上げていらっしゃいます。10年目で見直しだ

ったのが少しおくれたというお話でございます

が、全く防災に関しては、ほかの点のところも

見てみましたが、防災に関しては実績がない。
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これはどういうふうに理解したらよろしいので

しょうか。 

○佐藤 議長 唐澤建設部長。 

○唐澤一義建設部長 マスタープランの中の全体

構想の中に、災害時の安全性に配慮した公園、

緑地の整備としてうたわれております。この中

では整備を検討していくというふうに書かれて

おります。内部で整備について検討といいます

か、議論をしたということはあるようでござい

ますが、中断しているというふうなことのよう

でございます。 

  その際、一時避難所の公園にそういった災害

応急対策のための施設を設けたほうがよいのか、

または指定避難所に設けたほうがいいのかとい

うふうないろいろ議論はあったようであります

が、中断してきたというふうなことでございま

して、今後、防災上どこに設けたほうがよいの

か、また必要なのか、必要でないのかどうかも

含めまして、予算的なものもございますので、

防災担当部署等も含めて内部での今後の検討と

いうようなことにさせていただきたいと思いま

す。 

○佐藤 議長 齋藤千惠子議員。 

○１４番（齋藤千惠子議員） その程度の認識で

いらっしゃるのでしょうか。平成12年に策定し

たものが、10年先も何もなく、実績もないまま。

市長、いかがですか、これに関して。このよう

に東日本大震災の後、これだけ防災のマニュア

ルもつくり、していらっしゃる中で、市民の命

を守るその避難所としての公園のあり方につい

て、ここはひとつ真剣に考えなければいけない

時期に来ているのではないかと思いますが、認

識はいかがですか。お聞かせください。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 先ほどの御質問の中でもあり

ましたが、そもそも公園自体が人が集まるよう

なものになっていない、整備が十分なされてい

なくてというのがあります。そういう状況の中

でいきなり防災の設備をというのは、段階が１

つ飛んでしまって飛躍しているというように思

いますので、一方では、こちらから、防災のた

めの整備をどういうふうにしていくかという上

からこういうように下げていくのと、下から、

人が使用していない公園をどう整備していくか

という下からの積み上げと、この２つをどこか

で結んでいかなくちゃいけないというように思

っています。ですから、そういう検討をさせて

いただきたいと思います。 

○佐藤 議長 齋藤千惠子議員。 

○１４番（齋藤千惠子議員） ありがとうござい

ます。 

  防災公園というのは、全国的に見ても、避難

場所として認識を新たにしているという意味で

防災公園が進んでいるという中にあって、米沢

市も、公園に人が集まらないから云々ではなく

て、そういう避難場所の一つとして考えるとい

う認識でぜひ、これはもちろん危機管理等々が

あるのでしょうが、各部署と合わせてぜひ検討

を急いでいただきたいとお願いして終わりにし

たいと思います。ありがとうございました。 

○佐藤 議長 以上で14番齋藤千惠子議員の一

般質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 １時５９分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時１０分 開  議 

 

○佐藤 議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  一つ、男女平等の社会へ外１点、９番白根澤

澄子議員。 

  〔９番白根澤澄子議員登壇〕（拍手） 

○９番（白根澤澄子議員） 日本共産党市議団の

白根澤澄子です。 
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  ２点について質問いたします。 

  初めに、男女平等の社会実現のための取り組

みについてお尋ねします。 

  1979年の国連総会で、女子に対するあらゆる

形態の差別の撤廃に関する条約、略称「女性差

別撤廃条約」が採択されました。この条約は全

文と30カ条からなり、政治的、経済的、社会的、

文化的、市民的、その他のあらゆる分野におけ

る男女同権を達成するために、教育の分野を含

めて、いずれかの性別の優位や性別役割に由来

する型にはまった考え方の撤廃など必要な措置

を定めています。条約を批准した政府は、女性

に対するいかなる差別もなくし、男女平等の原

則の実際的な実現を、法律その他の適当な手段

により確保しなければなりません。日本はこの

女性差別撤廃条約を1985年批准し、1985年男女

雇用機会均等法、1992年育児休業法、1999年男

女共同参画社会基本法を制定し、2009年国籍法

を改正し、国内法を整備してきています。 

  しかし、他の先進国に比べて日本の男女同権

はおくれています。スイスの非営利団体世界経

済フォーラムが発表したことしの日本の男女格

差指数は、135カ国中101位と低く、昨年の98位

から後退しています。日本は、閣僚、国会議員、

管理職など意思決定の場に圧倒的に女性が少な

く、衆議院の女性国会議員は、世界平均の19％

に対し、日本は11％です。北欧などの国では、

比例中心の選挙制度で女性候補者を一定割合義

務づけるなど女性が選出されやすい措置をとっ

ています。管理的職業従事者に占める女性の割

合は、イギリス34.6％に対し、日本は10.6％に

とどまっています。男女の賃金格差も大きく、

男性100に対して女性の正規職員70.6、パートな

ど非正規で働く女性の場合は50にもなりません。

スウェーデンではパート労働者は働く時間が短

い正規労働者で、社会保険などに加入し、均等

待遇が保障されています。 

  日本のこのような現状に対し、女性差別撤廃

条約で条約の進捗状況を検討するために設置さ

れている女性差別撤廃委員会からは、定期的な

政府の報告について厳しい勧告が出されていま

す。2009年の勧告は22の主要項目にわたりまし

た。主なものを紹介しましょう。 

  条約の全ての条項を系統立てて実行するとい

う政府の義務を果たすよう改めて求める。2003

年の審査で勧告された事項が十分に取り組まれ

ていないことを遺憾とし、前回の勧告実行を求

める。男女で異なる最低婚姻年齢、女性のみに

課せられる再婚禁止期間、選択的夫婦別姓、民

法その他における婚外子差別などの差別的規定

が、前回勧告を受けたにもかかわらず、いまだ

に改正されていない。世論を言いわけにせず、

条約上の義務に従って即座に行動すべき。女性

差別撤廃条約が法的拘束力を持つ重要な国際人

権法であることを日本政府は認識すべき。条約

の全ての条項を国内法制に迅速に取り入れるこ

と。法律家や公務員が条約への理解を深め、実

践するよう啓発を行うことを求めるなどです。 

  政府は男女共同参画社会基本法に基づく基本

計画として、2010年に第３次男女共同基本計画

を閣議決定しました。その特徴は、まず15の重

点分野を設け、それぞれの重点分野に成果目標

を設定しています。また、2020年に指導的地位

に占める女性の割合を30％程度とする目標を設

け、取り組みを推進します。そして、女性の活

躍により経済社会を活性化し、第一子出産前後

に約６割の女性が仕事をやめている現状を改善

し、第一子出産後の就業率を2017年度までに

55％まで引き上げることにしています。 

  政府の基本計画を受け、山形県が基本計画を

改定し、米沢市も基本計画改定案を提案してい

ます。女性に対する差別は、権利の平等の原則

や人間の尊厳の尊重の原則に反するものであり、

それは当事者の女性の問題であると同時に、社

会全体の問題でもあります。女性差別が存在す

るということは、その他の人権侵害も一掃され
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ずに残っていると考えられるからです。また、

女性差別は女性の能力を社会が十分活用してい

ないということであり、社会や人類の大きな損

失ともなっています。 

  男女の社会的平等を実現する鍵は、女性の公

的産業への復帰にあります。簡単に言えば女性

の社会進出です。政府が積極的に推進しなけれ

ばなりませんが、政府が民法改正や両性平等実

現の積極政策などを実施していないことから、

進展していません。米沢市は男女共同参画を進

める専任の担当者を置いていません。男女共同

参画課の設置を望むところですが、せめて専任

の担当者の配置は実現していただきたいもので

す。仮に体制が整っていたとしても、政府が積

極的施策をとっていない中では、地方自治体の

取り組みにより変化をつくり出すことには限界

があるだろうと思います。 

  このような中で少しでも現状を動かしていく

ためにできることを考えてみました。男女共同

参画、男女平等が必要なことや、男女の役割の

固定観念を変えること、世界の現状と取り組み

についてなどを知らせる意識啓発の継続的な取

り組みが社会を変える力になるのではないかと

思います。政府も山形県も各種文書を発行して

いますが、家庭にまでは届いていません。啓発

文書が定期的に各家庭まで届き、多くの市民の

目に触れることが大切です。 

  そこで、市として啓発文書を発行し、米沢市

広報とともに市民に配布できないでしょうか。

お尋ねします。 

  男は仕事、女は家庭という性別役割分担意識

が根強くある中で、男性が家事や育児をこなせ

る力量を身につけて家庭で家事に参加していけ

ば、社会の固定観念を実質的に変えていくこと

につながるものと思います。男性対象の料理教

室や育児講座などをどのコミュニティセンター

でも実施するようになればいいと思いますが、

いかがでしょうか。 

  仕事と生活の両立、ワーク・ライフ・バラン

スの大切さが注目されるようになっています。

政府もワーク・ライフ・バランス憲章を制定し、

仕事と生活の調和を進めています。しかし、男

性は長時間労働に縛られ、女性は結婚、出産で

退職を余儀なくされ、仕事と家庭生活の両立が

なかなかできない現状にあります。それでも企

業によっては女性が働き続きられるよう環境整

備をし、女性を管理職に登用し、業績も上げて

いる例があります。企業に国や県の施策ととも

に、ワーク・ライフ・バランスに取り組み業績

も上げているなどの事例を知らせ、企業の取り

組みを促してはどうかと思います。国の強力な

政策がなければ企業の変化をつくり出すことは

難しいですが、企業の努力が必要なことを常に

伝えていくことが大切です。その取り組みをし

ていただきたいと思いますが、どうでしょうか。 

  仕事と家庭の両立での市の役割は大きなもの

があり、保育所整備による待機児の解消、病

児・病後児保育の実施など子育て支援の強化が

求められます。男性の育児休業は伸びてきてい

るとはいえ、2011年度で女性87.8％の取得率に

対し、男性は2.6％です。国は2017年度に男性の

育児休業取得率を10％にする目標を設定してい

ます。米沢市の基本計画改定案は、男性市職員

の育児休業取得率を2015年までに５％程度にす

ることにしています。市役所が先進的な取り組

みをして、ぜひ市内の企業に波及させていただ

きたいと思います。現在の男性市職員の育児休

業の取得状況と、目標達成のためにどのような

手だてをとることをお考えなのかお尋ねします。 

  次に、米沢市立中学校の統廃合について質問

いたします。このまま統廃合が進められていい

のかとの思いから、９月議会に続いて質問いた

します。 

  米沢市立学校適正規模・適正配置等基本計画

（案）では、「中学校については、高等学校や

その後へ続く社会へのステップとして、集団生
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活への適合性を主体とするため、より多くの人

とのかかわりが重要視されます」として、高校、

社会を展望して、広域的な規模の大きな学校の

必要性が述べられています。 

  しかし、既に中学校は２つ以上の小学校から

進学するようになっていて、広域化、規模拡大

が行われています。それに、子供たちはどんな

小さな学校に学んでも、大きくなればひとりで

に広い世界に羽ばたいていきます。 

  今むしろ大事なのは、中学校でよく学び、成

長できるようにしていくことです。いじめ、校

内暴力、学級崩壊、自傷行為など学校ではさま

ざまな問題が起きており、とりわけ中学校では

その件数が多くなっています。子供たちがいら

立ち、強いストレスを抱えているあらわれです。

それは競争性の強い教育の問題から来ていると

ともに、貧困と格差を拡大し、それを自己責任

にしている社会のあり方から来ている問題でも

あります。 

  いじめは日本だけでなく世界の学校で起きて

いますが、日本の場合は自殺にまで追い詰めら

れるような深刻ないじめにまで至っています。

青少年全体のいじめ自殺の中で中学生が70％を

超えています。今、子供たちの命、人権を守っ

ていかなければなりません。少人数学級やカウ

ンセラー配置増などの体制整備が必要です。そ

して、いじめなどの問題が起きた場合、担任任

せではなく教師全体で対処していくことが大切

になっています。そのためには、大規模な学校

ではなく、教師がクラスの生徒だけでなく全校

生徒の名前や人柄を知り得るような学校が必要

だということです。 

  世界の流れは、20人以下の少人数学級、100人

から200人の学校です。米沢の中学校で100人以

下の学校は現在はなく、将来的に１校のみです。

米沢の中学校において必要なのは、学校の統廃

合ではなく、子供の命、人権を守ることに力を

入れていくことではないかと思いますが、お考

えをお尋ねします。 

  子供の数が減っているから学校を統廃合する

というのではなく、地域とともに少子化対策を

進め、子供をふやす取り組みをしたらいいので

はないかという意見を聞きます。私もそう思い

ます。中学校も小学校同様、統廃合の前に地域

と子供の問題について協議をしたほうがいいの

ではないかと思いますが、どうでしょうか。 

  以上、質問いたします。 

○佐藤 議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの白根澤澄子議員の

御質問にお答えをいたします。 

  私からは、男女平等、男女共同参画社会への

意識啓発についてと男女の性別役割分担意識を

変える取り組みについてお答えをいたします。

その他につきましては部長よりお答えします。 

  男女共同参画に関する国及び県の計画の見直

しを受け、平成19年度に策定しました本市の男

女共同参画基本計画をこのたび見直しをしまし

た。先月11月１日から21日までの３週間の期間、

改定版の案についてパブリックコメントを募集

しましたところ、特に意見がなかったことから、

年内を目途に計画として取りまとめる予定でお

ります。 

  今回は、特に次の２つの点に重点を置いて見

直しを行ったところであります。 

  具体的には、ワーク・ライフ・バランス、す

なわち仕事と生活の調和についてと女性に対す

る暴力、いわゆるドメスティック・バイオレン

スなどについてであります。また、女性に対す

る差別意識は次第に改善されておりますが、ま

だまだ十分ではないと認識しております。これ

まで市民の意識を高めるため、広報による特集

記事や市民ホールでのパネル展などを行ってま

いりました。パネル展につきましては春先にも

行いましたが、先月26日から30日までの５日間

には、女性団体のＢＰＷ米沢クラブを初めとす
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る４団体の合同でのＤＶ防止に関するパネルや

ポスター展示などの啓発活動が行われました。

今後はこのような市民団体との協働による活動

についても積極的に行っていきたいと考えてい

ます。 

  また、男女共同参画社会について関心と理解

を広めるために一昨年から川柳の募集を行い、

優秀作品には表彰と展示を行っています。昨年

度は1,329作品もの多数の応募をいただき、当初

の目的が達成されたと思っています。今年度も

引き続き川柳の募集を予定していますが、川柳

自体が小学生の児童には難しいとの学校現場の

声もありますので、将来を担う子供たちの意識

の醸成という点で今のうちから男女共同参画社

会に関心を持ってもらいたいとの思いから、今

年度は小学生は標語という形でより多くの作品

を募集できるよう調整しているところでありま

す。 

  このように意識啓発に努めているところでは

ありますが、御指摘のとおり、さらに強化して

いくことが重要であると認識しております。特

に市独自のパンフレットの作成と多くの市民へ

の配布など、情報発信面での工夫をさらに検討

してまいります。 

  また、男女の性別役割分担意識を変えるため

には男性の生活の能力を高めることはぜひ必要

であると考えています。男性の育児教室や料理

教室など、現在も関係各課、団体によりすこや

かセンターや各コミセンを会場にして行ってい

るところです。今後もより多くの男性が参加で

きるように努めてまいります。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

  〔小川正昭産業部長登壇〕 

○小川正昭産業部長 私からは、仕事と生活の調

和のとれた社会のために、に係ることについて

お答えいたします。 

  仕事と生活の調和とはワーク・ライフ・バラ

ンスとも言われており、やりがいや充実感を持

ちながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、

家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中

高年期といった人生の各段階に応じて多様な生

き方が選択、実現できることを指しており、人

間が生活していくことにおいては大変重要なこ

とと認識しております。 

  また、中小企業がワーク・ライフ・バランス

を進めることは、労働環境の整備だけではなく、

業務効率の改善、人材の定着を促進することで

生産性の向上も期待できますので、将来への投

資という捉え方もできるものと考えております。 

  しかしながら、中小企業にとっては長引く不

況などの厳しい経済環境の中で企業間の競争が

激化しており、コストの削減等が求められてお

ります。このため、正規従業員から派遣労働者

やパートなどの臨時雇用、さらには請負への転

換が進んでおり、中小企業においては人件費の

圧縮が大きな課題となっており、なかなか取り

組みが進んでいない状況にあります。 

  こうした状況のもと、本県の育児休業の取得

状況を見てみますと、平成22年度の山形県労働

条件等実態調査結果によりますと、常用労働者

５人以上の民間事業所における育児休業取得率

は、女性で82.3％、男性は0.6％であり、全国平

均値の女性83.7％、男性1.38％と比較して、女

性の取得率は同程度でありますが、男性の取得

率は低いレベルにあります。山形県では育児休

業を取得した男性に対して取得日数に応じて奨

励金を交付する事業を行っておりますが、今年

度、置賜管内においては、民間事業者に勤務す

る男性の育児休業の奨励金の申請がない状況で

あります。 

  本市では、県や労働基準局などの関係機関等

と連携し育児休業制度の周知に努めており、今

年度は新たに市内のイベントにおいて、厚生労

働省のイメージキャラクターを使って男性の育

児休業の促進について広報活動を実施したとこ
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ろであります。 

  ワーク・ライフ・バランスの推進は市民の暮

らし方に係る大きなテーマでありますので、今

後とも県や関係機関等と連携を図りながら、さ

まざまな媒体を活用し、中小企業や市民の皆様

に情報を発信していきたいと考えております。 

  私からは以上であります。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 

  〔須佐達朗総務部長登壇〕 

○須佐達朗総務部長 私からは、仕事と生活の調

和のとれた社会のためにのうち、育児休業に関

して御答弁申し上げます。 

  市立病院も含めまして平成23年度の育児休業

の取得状況は、男性１名、女性51名の合計52名

となっており、全体の平均取得日数は185日とな

っております。また、平成23年度中に新たに育

児休業を取得可能となった職員は男性23名、女

性36名の合計59名おりましたが、そのうち実際

に育児休業を取得した職員は男性１名、女性34

名で、取得率につきましては男性が4.3％、女性

が94.4％となっております。 

  職員の育児休業の取得率につきましては、次

世代育成支援対策推進法に基づきまして本市が

策定しております米沢市特定事業主行動計画で、

御指摘のとおり、女性職員につきましては目標

の取得率を90％とし、男性職員については目標

の取得率を５％程度と設定して取り組んでいる

ところであります。女性職員につきましては目

標を達成し、男性職員につきましては、目標数

値を若干下回っているという状況にございます。 

  なお、男性職員につきましては、まだまだ取

得率そのものが低いことから、今後も男性職員

の育児休業の取得促進に向け、例えば「子育て

する職員を応援します」と題する男性職員用の

パンフレットの配布、それから上司である管理

監督者用のパンフレット、こういった作成もし

て配布するなどしながら、休業中の給付を含め

た制度紹介に努めているところでございます。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 原教育長。 

  〔原 邦雄教育長登壇〕 

○原 邦雄教育長 私からは、米沢市立中学校の

統廃合について、学校の体制、国際的な状況、

人口増加の取り組みについてお答えをいたしま

す。 

  米沢市立学校適正規模・適正配置等基本計画

（案）の中におきまして、小学校と中学校にお

ける適正規模の考え方には大きく違いがござい

ます。その役割として、小学校では「地域の

人々とともに、地域の特色の中で育ち、人間性

を豊かにする意味で地域に根差した教育が重要

視される必要があります」としており、中学校

におきましては、議員お述べのとおり、「高等

学校やその後へ続く社会のステップとして、集

団生活への適合性を主体とするため、より多く

の人とのかかわりが重要視されます」としてお

ります。 

  そのような中で、中学校における校内暴力や

いじめの問題について心配であるとのことであ

りますが、仮に計画（案）が計画として認めら

れた場合において、統合の３年ぐらい前から統

合に向けた準備の中でそれらへの対策を実施し

ていきたいと考えております。具体的な内容と

いたしましては、統合前の小学校間において授

業の交流や学校行事の交流などを通して人間関

係の構築を図る小小連携を行いたいと考えてお

ります。 

  また、基本計画（案）の中では、１つの小学

校からは複数の中学校へ分かれて進学するので

はなく、卒業生全員が同じ中学校へ進学を行う

ということから、中１ギャップを少しでも減ら

せるものと考えております。 

  また、現在の校内暴力やいじめ問題について

の対策といたしましては、各中学校におきまし

ては、週に１回程度、学年担当職員による会議

において生徒個々の様子について情報交換を行
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っており、子供のちょっとした変化やサインを

見逃さないように努めております。それととも

にＱ－Ｕテストを実施し、その結果を利活用す

ることにより子供の心の状態を把握し、早期の

予防対策を行うよう心がけているところであり

ます。 

  なお、校内におけるカウンセラーの設置につ

いてでありますが、現在、米沢市内における全

中学校へスクールカウンセラーもしくは教育相

談員を配置しているところであります。 

  また、一人一人の生徒の名前を担任だけでな

く学校全体で把握し個の見える教育につきまし

ては、教育の基本として取り組んでいるところ

であり、仮に統合を行ったとしてもその考え方

に変わりはありません。 

  次に、国際的な状況でありますが、９月議会

で答弁させていただいたことと同様になります

が、教育制度は、各国での対応はまちまちであ

りますように日本には日本の教育制度がありま

す。我が国の教育制度の中において１学級20人

学級は大変難しいという現実もあり、御理解を

賜りたいと存じます。 

  最後に、子供の数の減少が統廃合の要因にな

っており、人口増加に向けた取り組みについて

行政が積極的に取り組むべきではないかとの御

質問につきまして、本市では現在、米沢市人口

定住促進ビジョンにより市全体で人口定住促進

事業を行っているところであります。また、こ

のたびの適正規模・適正配置等基本計画（案）

における全地区説明会における御意見の中に、

我々地域の人間が人口増加について真剣に取り

組み、婚活なり魅力ある地域づくりを行うので

行政もよろしくとの力強いお言葉をいただいた

地域も複数ございました。そのような中で、

我々教育委員会としても積極的にかかわりを持

ちながら、人口増加、そして定住に一緒に取り

組んでいきたいと考えております。 

  なお、基本計画（案）の中で、子供の数の減

少が要因の一つになっていることは間違いのな

いところでありますが、「子供たちにとって」、

これを中心に考えている施策であり、その手法

としての適正規模・適正配置でありますので、

よろしく御理解をお願いいたします。 

  これまでいただきましたさまざまな御意見や、

現在実施をしておりますパブリックコメント等

を生かしながら、基本計画の策定に向け今後取

り組んでまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） まず、市のほうで発

行してくださるというふうなことでしたけれど

も、市独自の男女平等、男女共同参画に関する

ような文書ということですが、先ほど市長のほ

うから御紹介もありました11月のＤＶ防止期間

ですね。あと山形県がＤＶ防止月間にしている

ところなんですが、このときにパネル展をやり

まして、私も関係させていただいて参加をした

ところなんですね。女性団体のほうからこうい

うことをやりませんかというような呼びかけが

あって、市のほうとの共同の取り組みというふ

うになってきたところなんですが、これまで私

も米沢市のほうで何かしてくれとかというよう

なことを要求ばかりしてきたなというふうな気

がしました。やはり私たちもできることを積極

的に市とともにやっていくというような姿勢が

必要ではないのかなというふうに思ったところ

なんです。 

  それで、その啓発の文書の作成なんですけれ

ども、ぜひとも、女性団体のほうで幾つか、ま

だ数は少ないんですけれども、こうした男女平

等の問題、ＤＶとかそういう問題についても取

り組んでいきたいというような意向がわかった

わけですので、こうした啓発文書の作成につい

ても行政とともに取り組んでいくというふうに、

女性団体も一緒に取り組んでいくというふうな

方向に進めていただきたいなというふうに思い
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ますが、その辺はいかがでしょうか。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 市長答弁の中で市独自

のパンフレットの作成というふうに表現をさせ

ていただきましたが、昨年本市の男女共同参画

基本計画を見直しましたが、その柱としては、

ワーク・ライフ・バランスそれからＤＶ対策、

これが重点でありましたので、この内容を中心

にしたわかりやすい、パンフレットというより

もリーフレットのようなものだというふうにイ

メージをしておりますが、イラストなんかを交

えながら親しみやすく、市民にとってわかりや

すいものをぜひ作成をしてみたいというふうに

思っております。 

  その内容ですとか配布をする対象、どういっ

た年齢層に対してやっていくのかというふうな

部分については、米沢市男女共同参画市民委員

会、これは米短の遠藤学長が委員長になってお

りまして、労働機関からも代表者が出ていらっ

しゃいます。それから女性団体からも委員とし

て参画をいただいておりますが、そういう中で

中身、対象などについても御意見をいただきな

がら、25年度の事業として取り組んでみたいと

いうふうにイメージをしているところでありま

した。 

○佐藤 議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） そうしますと、米沢

市の男女共同参画基本計画、これを改定すると

いうようなことで、その中身を知らせていくた

めに独自のパンフを作成するんだということで

しょうか。 

  私は、それはそれでまず大事なことではある

んですけれども、定期的に山形県の男女共同参

画センターチェリアが定期的に情報誌を発行し

ているんですけれども、そういうような形でチ

ェリアは何ページにもわたるものを発行してい

ますけれども、米沢市では、そこまではいかな

くても、例えばこういうようなＡ４の裏表でも

いいわけなんですけれども、定期的な情報を発

信していくというような、そういうことをぜひ

取り組んでいただきたいなということなんです

ね。それについて女性団体とも共同してやって

いただきたいなということなんですが、いかが

でしょうか。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 定期的な情報の提供と

いうふうな御要望でありましたが、これについ

ては少し研究をさせていただきたいというふう

に思いますが、基本計画の中身をお知らせをす

るためのリーフレットということではなくて、

先ほど申し上げましたが、ワーク・ライフ・バ

ランスとＤＶ対策、これに特化をした特集的な

もので、ぜひ市民理解の浸透に役立てていただ

ければということで、まずはこれの作成をして

いきたいというふうに思っております。 

  なお、広報でお知らせをしていく、広報記事

として男女共同参画の意識を高めていく工夫に

ついては、もう少しボリュームアップ、あるい

は回数をふやすなりそうした取り組みをさせて

いただければというふうに考えております。 

○佐藤 議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） まずは発行していた

だきまして、その後また御意見を申し上げてい

きたいなというふうに思います。 

  男性の家事能力を高めること、これは必要で

あるというような御答弁でありました。これは

男女の平等というようなことにとって非常に重

要なことではありますけれども、それにとどま

らないものがあるんではないかなというふうに

思っているところなんです。単身の男性が今ふ

えてきておりまして、両親をその男性が介護を

するというような状況もふえてまいりました。

その方が一番困るのは何かというようなことを

お聞きしましたところ、やっぱり料理が大変で

あるというようなお答えがあったようなんです。

それから、災害も多発するようになっています
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けれども、1995年の阪神・淡路大震災、この後、

暮らしの調査をやりましたところ、女性のほう

が男性よりも早く元気を取り戻しているという

ような調査結果が出ています。女性は家事を担

うことが多くて、食事づくりなどをする中で生

活リズムを早く取り戻すというようなことで元

気になっているのではないかというふうに分析

をされているところなんです。 

  それから、ひとり暮らしの高齢の男性も多く

なってまいりまして、やはり家事能力を高める

ということが健康寿命を伸ばしていくことにも

つながりますし、介護予防の点からも大切なこ

とではないかなというふうに思います。きのう

の質問でもセルフネグレクトの問題が出されま

したけれども、これを防止するということにも

なるんではないかというふうに思います。 

  男性の家事能力を高めるということは多面的

な効果があるというふうに思いますので、この

問題について、それぞれ担当する部門が違って

いるわけなんですけれども、やっぱり課とか部

を超えて横断的な感じでこの問題というのは考

えていく必要があるんではないのかなというふ

うに思いますので、とりあえず庁内にあります

男女共同参画推進本部などで議題にしていただ

いて、検討していただきたいものだなというふ

うに思ったところなんですが、いかがでしょう

か。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 男性の家事参加を促す

ためのさまざまな講座が行われております。こ

れ既に議員御承知だと思いますが、健康課にお

いては「パパママ教室」というのがありますし、

それから東部コミセンの自主事業として「イク

メン応援」というふうな格好で、お父さんと子

供が親子体操でスキンシップを図るというふう

な事業もございます。それから鷹山大学のメニ

ューとして、北部コミュニティセンターを会場

にしているんですが、「男性のかんたん料理」

というふうな講座があります。これも前半、後

半２期に分かれておりますが、定員12名で年２

回、２回といいますか、１つの上期の講座が８

回開催ぐらいの頻度になっておりますが、こう

した取り組みもありますし、また愛宕コミュニ

ティセンターにおいても料理教室がありまして、

こちらは男性に限ってはいないわけですが、多

くの男性が参加をしているというふうな実績が

ございます。 

  ただ、鷹山大学にせよ、コミュニティセンタ

ーの自主事業にせよ、それぞれの団体が自主的

に企画する事業でありますので、社会教育部門

とこれは連携をとりながらこうしたメニューが

今後拡大をしていけるようにぜひ促していきた

いというふうに考えております。 

  男女共同参画基本計画をつくって、推進する

のは企画部門だけではなくてそれぞれのセクシ

ョンにおいてそれぞれの事業項目に取り組んで

おりますので、議員からお話がありましたよう

に、本部体制の中でもこうしたことについては

促していきたいというふうに思います。 

○佐藤 議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） よろしくお願いいた

します。 

  育児休業についてお尋ねしますけれども、女

性の育児休業の取得日数で最も多くなっている

のは10カ月から12カ月未満なんですが、男性の

場合は、育児休業の取得日数、数日から６カ月

の間におさまっていまして、最も多いのは５日

未満というふうになっているところなんです。

市職員男性の育児休業期間、2015年の目標は

５％と同時に、期間１カ月というふうにしてい

るところなんです。積極的な目標で大変いいと

は思いますけれども、現状から見ますと、少し

１カ月という期間、かけ離れているような感じ

がするところなんです。長期間とっていただく

のは大変いいわけですし、１カ月と言わずもっ

と長くというふうな思いはありますけれども、
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多くの男性が育児休業をとるというような状況

になることをつくっていくということも、一方

では大事なことではないのかなのというふうに

思います。ですので、１週間程度でもいいとい

うようなことでもっともっと奨励をしていただ

きたいなというふうに思うところなんですね。

男性も育休をとって育児に参加していくんだと

いうようなことが広まっていけば、民間にも大

きな影響も与えるというふうな気がいたします。 

  なので、その期間１カ月というふうに掲げて

いるところなんですが、短期間でもというよう

なことで市職員の男性に広めていただきたいな

というふうに思いますが、期間についていかが

でしょうか。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 １カ月の目標を定めている

わけですが、１カ月未満はだめだということで

はございませんので、まずは目標としての１カ

月として設定していると。それから現実的には、

先ほど申し上げました23年度の男性職員の取得

日数は実は26日でございます。１カ月には少し

足りなかったんですが、それなりの期間をとっ

ていただいたと。つまり家事を両立するなどに

よりまして夫婦の安心感というんですか、そう

いった協力のもとに育児をするという期間が長

ければ長いほど実は好ましいと考えております

ので、まずは１カ月という目標を定めながら、

人数をもう少しふやしていきたいなということ

で周知徹底していきたいと思っています。 

○佐藤 議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） 企業に関してのその育

児休業なんですが、県のほうが奨励金なども出

しているんだけれどもなかなか申請がないとい

うような現状であるというようなことだったと

思いますが、今申し上げましたように、男性の

育児休業の取得期間って非常に短いんですよね。

それでも私は意味があるなと、意義があるとい

うふうに思っているところなんですね。こうい

うことをもう少し長期に、どうしても育児休業

といいますと長くとらなくちゃいけないみたい

なイメージがあるんではないかと思いますけれ

ども、短期間でもいいんだというようなことで

奨励をしていただきたいなと思いますが、県の

ほうの奨励金、日数に応じてということですの

で、例えば５日とか１週間であっても奨励金は

支給されるわけですよね。いかがでしょうか。

ぜひ宣伝をしていただきたいと思いますが。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 先ほど申しましたように、こ

の奨励金を活用する事業所がないというふうな

ことであります。これは１年間の時限でありま

して、とらない反省を踏まえるといいますか、

その結果を見て、またどういった対策でこれら

の奨励金を使っていただけるか、あるいはとる

環境をつくっていくかというふうなことが考え

られると思いますので、そういったことも我々

踏まえまして、今議員お述べのとおり、そうい

った周知を図っていきたいというふうに思いま

す。 

○佐藤 議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） 県の制度とか国の制度

もあると思いますが、いろいろとその男女共同

参画に関してのその情報は企業のほうには伝え

てあるというふうにお聞きしているところなん

ですけれども、実際にいろいろな企業が取り組

んでいることもあるんじゃないでしょうか。な

かなか置賜とか米沢では具体的にいい例がない

のかもしれませんが、もう少し広目に情報を収

集していただいて、女性を大事にして登用する

中で業績を上げているというような企業の例な

ども全国的にはあるようですので、そういう情

報収集をしながら企業に伝えていくというよう

なことをぜひやっていただきたいというふうに

思います。ぜひその辺をよろしくお願いいたし

ます。 

  次に、中学校の統廃合についてお伺いいたしま
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す。 

  子供の数が減っているからということだけでは

なくて、教育的な観点から学校の再配置、そう

いうことを検討したんだというようなことです

ね。まるっきりそれが違うというふうには申し

上げませんけれども、ただ、教育的な観点から

の学級規模というのは、９月議会で申し上げま

したけれども、文部科学省の検討も中断したま

まになっていまして、教育的な観点での学校規

模、学級規模とか、それは結論が出ていないと

ころなんですね。そういう中で12学級というふ

うになされたわけですけれども、私としてはど

うしても数合わせのようになっているんではな

いのかなというふうに思うところです。必ずし

も子供中心になっていないというような感がす

るところです。東西南北に中学校１校というふ

うなことを将来の見通しのもとになされている

わけですけれども、合理的なようでいて、学校

や子供を本当によく見ているのかというふうな

気がいたします。校舎の建設というような経済

的な面あるわけですけれども、こちらが優先さ

れているというふうなこともあるのではないか

というふうな気がします。12学級以上というよ

うなことであれば、二中は統廃合の対象にしな

くてもいい学校だというふうに思います。そん

なようなことで、そういう学校もありながら、

南部というか、南の区域の学校だということで

二中なども入れられているわけですよね。そう

いうようなことで、必ずしも教育的な観点だけ

なのかという点では、私は疑問を感じていると

ころなんです。 

  子供の名前を覚えて子供の全体を知るというの

は教育の基本であるというふうに教育長は今お

っしゃったわけですけれども、大規模な学校に

なりますと、子供を全部把握するということは

やっぱりなかなか１人の教師ではできない相談

ではないかというふうに思います。ある方が、

市内の小学校なんですけれども、訪問しました

ところ、校長先生が学年の違う子供をそれぞれ

名前で呼んでいたということなんですね。どう

も校長先生は全校生徒の名前を覚えているよう

だということだったんです。調べてみますと300

人規模の学校だったようなんですが、そのぐら

いだと１人の人が全部の子供の名前を覚えられ

るのかなというふうな気がいたしました。 

  このように、やっぱり全部の子供をそれぞれの

教師が把握できるというようなことは、小学校

だけではなく、中学校でこそ今必要になってい

るんではないのかなという気がします。やっぱ

り思春期にある生徒ですね、中学生というのは。

やっぱりいろいろな面で踏み外すというような

こともあるわけなんですけれども、それを把握

して対処していくというようなことは教師集団

の力でやっていかなくちゃいけないのではない

かというふうに思います。将来的にもそうでは

ないのかな。 

  そうした場合に、必ずしも12学級以上というよ

うな大きな学校だけではなくて、小さな学校こ

そ大切にしていかなければならないのではない

かなというふうに思うところなんですが、南中

学校というふうな仮称で呼ばれている学校をつ

くった場合に、500人台の学校になるわけですけ

れども、これほどの学校にしていって本当に子

供たちのためになるんでしょうか。私は大変疑

問に思うところなんです。今申し上げました小

学校の例など、どのようにお考えなのかお聞き

したいと思います。 

○佐藤 議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 議員お述べのとおり、子

供の名前を覚えていくということは非常に学校

の教職員にとっては大事なことだなというふう

に思っております。学級担任として、あるいは

部活動、クラブの顧問としてまず身近な子供た

ちを覚える。そして学年の子供たちを覚える。

そして学校の子供たちというようなことで、い

ろいろな機会を通しながら、すぐすぐ４月すぐ
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には覚えられないわけですが、時間をかけなが

らそれぞれの子供たちの特徴とともに子供の名

前を覚えていく努力を教員は一生懸命していま

すし、これは、人数が多い少ないではなくて、

やっぱり子供とのかかわりということを考える

と、子供の名前を大事にして覚えていくという

ことは学校が大きくても小さくても大事にして

いかなければいけないことだなというふうに思

っております。 

  それから、中学校の12学級を基準にというよう

な部分のところでは、やはり前にも申し上げま

したけれども、子供たちの学習というところを

考えたときに、中学校は教科担任制をとってご

ざいます。そうした場合に、１つの学年に授業

時数の多い国語、数学、理科、社会、英語、そ

ういった教員については、その学年にやはりき

ちんと教科の専門の先生を置きたいというよう

なことがございます。そういったことを考えた

場合には、やはり12学級以上がないとなかなか

そういうふうに各学年に教員を配置することが

難しい今の現状でございます。 

  それから、もう一つは、やはり保護者さんから

もいっぱい御意見が出ていた中学校での部活動

もございます。やっぱりいろいろな中から自分

で選択をして、思い切って部活動をさせてあげ

たい、そういった思いもございます。そういっ

た大きく学習面、そして部活動、そういった面

で何とか子供たちにとってということを考える

とやはり12学級程度の大きさかなと。今ちょう

ど四中が約500名ということでございます。です

ので、そういった規模の学校ということになる

のかなというふうに思うところです。子供たち、

いろいろ課題はありますけれども、子供たち同

士、それから先生方と一生懸命になって毎日勉

強に部活動に頑張っておりますし、そういった

学校になっていってほしいなというふうに思う

ところです。 

  それから、もう一つ、今回進める中で米沢の地

域性ということを考えております。米沢は小学

校区が１つの行政区というか地域になっており

まして、いわゆる一つ一つのその地域を大事に

していきたいと、そういったくくりを大事にし

た形の学区を考えているところであります。で

すので、なるだけというか、基本的には分けな

い。その小学校区は分けないで、そこは大事に

して、一つ一つを大事にして組み合わせを考え

ていったときに、あと、いわゆる川があったり

そういった地形も考えたときに、今回のまず大

きく４つに分けて見ていくという考え方が出て

きたところであります。 

  子供たちをまず一番に考えてのこういった考え

で今進めているところでございます。御理解の

ほどよろしくお願いいたします。 

○佐藤 議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） 各中学校での説明会、

私も少し出てみましたけれども、なかなか意見

がそうは出なかったと思います。それは、７年

後の統廃合ということになるわけですよね。そ

うすると今学校に通わせていらっしゃる保護者

の方はまず自分は関係なくなるわけですし、で

すので、幼稚園とか保育園に通っている子供さ

んの親御さんに話したらどうでしょうかなんて

いう意見も出まして、そのようなこともなされ

たと思いますけれども、まだ自分の子供が中学

生になった姿というのはなかなかイメージがで

きなくて、そこでもそれほどの意見というか具

体的なことが出てこないですので、この統廃合

の問題については、なかなかどこからもそれほ

どの意見が出ないというような現状にあるのか

なというふうに思います。 

  教育長、そして教育指導部長、お二人から本当

に教育的な観点から進めているんだというふう

なことで、本当にそういうふうに真摯に取り組

まれていると思いますけれども、私としては、

現実的には子供を、遠い遠い距離ですね、かな

り遠い距離を学校に通わせるような環境にして
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しまうというようなことは、必ずしも子供を大

切にしている、子供を中心に考えているような

教育体制をつくるのではないというふうに評価

せざるを得ないなというふうに思うところです。 

  そういうようなことで、私としては、小規模と

いいましても12学級にちょっと足りない、ある

いは大分足りないところもありますけれども、

それでも100人以上の生徒がいるような学校ばか

りですので、やっぱり現状を維持していって前

よりよい教育にしていただくということが最も

いいのではないかなというふうに私としては思

いますので、こういう御意見を申し上げて、質

問を終わりたいと思います。 

○佐藤 議長 以上で９番白根澤澄子議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時１０分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ３時２０分 開  議 

 

○佐藤 議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  この際、お諮りいたします。 

  本日の会議が定刻の午後４時まで終了しない

場合、会議時間を日程終了まで延長することに

したいと思いますが、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○佐藤 議長 御異議なしと認めます。よって、

本日の会議を日程終了まで時間を延長すること

に決まりました。 

  次に進みます。 

  一つ、市長の政治家としての目標は何か外１点、

21番山村明議員。 

  〔２１番山村 明議員登壇〕（拍手） 

○２１番（山村 明議員） 最後の質問となりま

した。私も、相田光照さんのお話のように、最

近くじ運が悪くていつも３日目であります。昔

はよくトップバッターのときあったんですが、

あの当時は質問者が非常に少ない時代だったわ

けであります。 

  さて、皆様、朝夕の雪かきに、議会に、合間

を縫って選挙活動と非常にお忙しいところ、静

かに簡単にやりたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

  ことしの流行語にも選ばれた「近いうちに」

という野田首相の他党との約束と、赤字国債発

行法案を通過させなければならないという中で

の衆議院の解散となりました。小選挙区制に伴

って大きくなった今までの既存の大政党に対し

て、世論、マスコミ、地方の政治家、そして当

の国会議員をも巻き込んで第三極と言われる政

党が多くなり、その数、12政党と言われており

ます。国政の現体制への不満や社会の将来への

不安がこのような状況をつくり出したものと思

っております。 

  国内では、景気の不況、デフレ、健康保険や

年金制度の問題、国、地方の財源不足、東日本

大震災の復興、原子力発電、またその代替エネ

ルギーという問題があり、国外では、小さな島

の領土問題、ＴＰＰ、京都議定書、北朝鮮の拉

致、ミサイル問題、世界経済の不調、世界平和

などなど多くの問題が山積しております。 

  そうした中で、12月４日告示、12月16日投票

で第46回衆議院議員総選挙が行われております。

我々議員もこのたびの衆議院選挙にかかわって

おられる方々も多数おられるようです。市長も

政治家としてこのたびの選挙では応援など多く

の要請を打診されておられると思います。 

  １、市長の政治家としての目標は何か伺いま

す。 

  ２、（仮称）米沢栄養大学の認可について。 

  きのうの質問と重複しておりますので、ダブ

っているところは簡潔に御答弁をいただきます

ようにお願いいたします。 
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  山形県は平成26年４月の開学を目指し設立準

備を進めてまいりました。以前は米沢市立女子

短期大学となっておりましたので、米沢市との

つながりは非常に深いものであります。 

  米沢女子短期大学の健康栄養学科を４年制の

管理栄養士養成課程に改組する形で敷地内に設

置し、認可されれば定員40人の単科大学となり

ます。 

  文部科学省の指導を受けながら設置認可申請

書を作成中であり、３月に提出の予定で、10月

の結果待ちという話が昨日出ておりました。こ

とし10月には約13億円の予算で、今年度は５億

2,000万円、敷地内に３階建て校舎の建設を着工

しております。ほかに、約20人の専門教員のほ

とんどを内定しているとのことであり、新課程

のカリキュラムも発表されたようであります。 

  １．認可は正式に受けているのか。 

  ２．このたびの文部科学省の動きをどう見てい

るのか。 

  ３．米沢市としてどんな対応をとったのか。 

  ４．これからの対策はどうするのか。 

  11月２日の田中文部科学大臣発言で、マスコ

ミ、世論に大きな波紋が生じております。この

たびの認可で影響を受けた大学は、秋田公立美

術大、札幌保健医療大、岡崎女子大なども影響

を受けております。 

  こういったところで、（仮称）米沢栄養大学

のことにつきまして質問いたします。 

○佐藤 議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの山村明議員の御質

問にお答えをいたします。 

  初めに、政治家としての目標は何かというこ

とでありますが、以前から述べていることであ

りますが、市民一人一人が大切にされて、しみ

じみとよいまちであることが実感される行政を

目標としております。また、大切にされている

と実感した市民がみずからの力を発揮してまち

づくりに主体的に参加していくようにもなって

いきたいと考えております。 

  続いて、米沢栄養大学の件でありますが、大

学の認可につきましては、現段階ではまだ受け

ておりません。 

  設置認可のスケジュールにつきましては、申

請前における文部科学省との事務相談が開学２

年前から開始され、開学前年の３月までに設置

認可申請が行われます。その後４月から10月ま

で大学設置学校法人審議会による審査が行われ、

開学前年10月末にこの答申を受けて文部科学大

臣の設置認可がおりるという日程になっており

ます。 

  今回の一連の事態は、ことしの11月２日、文

部科学省の大学設置学校法人審議会で基準に適

合しており認可すべきである旨の答申が行われ

ていた３大学に対して、この答申を踏まえるこ

となく文部科学大臣が設置を不認可とする発言

をしたことにありますが、不要な混乱を各方面

に招いたものと考えております。 

  市としましては、文部科学大臣の発言は本来

の行政手続からは逸脱しておりますので、恐ら

く本来の流れに修正されるものと見て、とりあ

えずは静観の立場をとったところです。 

  認可の見直しの動きについてでありますが、

11月21日に第１回目の大学設置認可の在り方の

見直しに関する検討会が開催されており、その

中では、新たな大学が地域で必要とされている

のか、大学の財務状況が健全かなど新たな基準

を検討していくようであります。 

  しかし、一部報道によれば、検討会の座長の

発言では３月申請分に対しては新たな基準をつ

くってそれを適用することはかなり難しいとな

っているようであり、県では検討会の進捗状況

を注視しながらも、まずは現在進めております

現行の基準のもとで準備を引き続き進めていく

とのことであります。 

  先日、米沢女子短大主催の懇談会があり、短
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大当局、県の置賜総合支庁、県会議員、市の関

係部署が出席しましたが、短大からは、仮に設

置基準のハードルが引き上げられても十分乗り

越えられる準備をしていく旨の発言があり、出

席者一同でそのような方向を支援していく旨の

合意がありましたので、平成26年４月の開学を

目指していく考えです。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 山村明議員。 

○２１番（山村 明議員） ただいま市長から御

答弁をいただきました。市長の政治家としての

目標は何かというつもりでお聞きしたのがちょ

っとかみ合っておりませんで、私は、このたび

の衆議院選挙をめぐりまして、石原慎太郎都知

事、橋下徹大阪市長、嘉田由紀子滋賀県知事、

東国原元宮崎県知事、中田宏元横浜市長、そし

て近くでは阿部寿一前酒田市長などなど、多く

の自治体首長が政党をつくったり、立候補され

たり、非常に活発に自治体の首長という枠を飛

び越えながらも大きく国を変えるという方向に

かじを切ったり、政治家としてもっと大きな場

面でというところを非常に感じておるわけであ

りまして、そういった意味で、安部市長は来年

は就任10年目、そして年男というところであり

まして、首長としてベテラン市長ということに

なってくるのではないかなと。そういった中で、

前述の方々にも負けない優秀な市長として、衆

議院とか参議院とかそういったものに転出、出

馬の御意向なんかおありになるんじゃないかな

というふうに思って先ほどの御質問をさせてい

ただいたところでありますが、いかがでしょう

か。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 そのような考えは持っており

ません。 

○佐藤 議長 山村明議員。 

○２１番（山村 明議員） 今のお答えは国政の

ほうヘ向かっての答弁ではないかなというふう

に思っております。 

  年明け早々にまた知事選があります。これは

どうも無競争でないかという今マスコミの専ら

の報道でありますけれども、この知事選あたり

に、１月下旬、27日という日程が出ておるよう

でありますけれども、この辺についてはいかが

ですか。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 そのような考えも持っており

ませんし、先日、県内の13市の市長による吉村

知事の推薦状に私も署名をいたしております。 

○佐藤 議長 山村明議員。 

○２１番（山村 明議員） ただいま推薦状に署

名とありましたけれども、衆議院議員選挙での

支援につきましては、東根市長や南陽市長は

前々から支援候補者を鮮明にしておられまして、

このたび新聞見ておりましたら、高畠の町長も

このたびの衆議院選挙では支持、推薦というか、

そういう候補者を特定されたようですけれども、

安部市長は、このたびの衆議院選挙におかれま

しては支持政党や応援している特定の候補者は

おられるものなのでしょうか。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 特定の政党は支持をいたして

おりません。ただし、米沢の市長として、また

置賜総合開発協議会の会長としてこれまで政権

与党の地元選出国会議員のお世話になってきま

したので、先日の出陣式において応援弁士を務

めました。 

○佐藤 議長 山村明議員。 

○２１番（山村 明議員） 私が拝見しておりま

すに、安部市長は今までは意外と中立の立場を

とっておられてきたのかなという気がいたしま

すが、何か今回状況が変わったように感じるん

でありますが、その辺の変わったという私の認

識に対してどのような、市長も変わったと思う

んですけれども、その辺の変わった判断の理由

というか、その辺をお聞きをしておきたい。 
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○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 前々回の衆議院選挙では自民

党が政権与党でありましたので、先ほどと同じ

く米沢の市長として、また置賜総合開発協議会

の会長として政権与党の地元選出国会議員にお

世話になっておりましたことから、自民党の地

元選出国会議員の応援弁士を務めました。 

  そして、その後の前回の衆議院選挙では、相

変わらず自民党が政権与党でありましたが、地

元選出の国会議員の方は選挙にお出になりませ

んでしたので中立の立場をとって、そして、今

回は民主党が政権与党でありましたので、政権

与党の地元の選出の国会議員の方に応援に行っ

ているというように、一貫してそういう方針で

おります。 

○佐藤 議長 山村明議員。 

○２１番（山村 明議員） 私がマスコミ等を見

ておりますと、市長は現職の地元の議員さんを

応援をしておられるということなんですが、私

どうもマスコミを見ておりますと、どうも今回

は政権がかわるんでないかなというふうなマス

コミ報道に感じるところであります。もし政権

がかわりまして次の衆議院選挙となった場合に

は、ではそのときに政権与党の地元の衆議院議

員の方がおられればそちらを応援するというこ

とになるんでしょうか。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 これまで今申し上げてきたよ

うな基本的な方針でしてまいりましたという、

これまでのことについては明確に申し上げられ

ますが、今後につきましては、現段階では何も

申し上げるべきではないというふうに思ってい

ます。 

○佐藤 議長 山村明議員。 

○２１番（山村 明議員） 先ほどの質問で、衆

議院、参議院、県知事、そういった場面には何

も考えておられないというふうな御答弁だった

わけでありますけれども、それを裏を返して、

ではそのことは何を意味するのかということに

なるわけでありますけれども、米沢の前市長は

５期20年も市長をされたわけでありますけれど

も、安部市長も今後そうなっていくと、市長と

してまだ年も60になられるところなのかな、ま

だまだ年齢的にもあれだということになってき

ますと、これから市長として長期、多選の市長

という目標が出てくるのではないかなというふ

うに思いますけれども、その辺はいかがでしょ

うか。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 政治の世界は先のことはわか

りませんので、とにかく今を真剣に務めていく

ということだけだというように思っています。 

○佐藤 議長 山村明議員。 

○２１番（山村 明議員） 市長にお伺いします

けれども、首長の多選ということについてはど

う思われるかお聞きをしておきたい。 

  私もこのことについてはよく考えておりまし

て、実は私自身も多選でありますが、実は議員

職というものは、当選回数の少ない人から当選

回数の多い人までいろいろな人が、若い人から

年配の方まで、いろいろな職業の方、いろいろ

な人がいてそれで議会というものが構成される。

ところが、首長という立場の方は、これはお一

人しかおられないのであって、やっぱり長くな

ってくるといろいろな弊害、それは人事であっ

たりいろいろなマンネリであったり、いろいろ

なものがやはり多々出てくるのかなというふう

に思っております。 

  たしか市長が平成７年と平成11年に前市長に

対抗出馬されたときは、たしか多選批判をされ

ていたというふうに私は思うんですね。そうい

ったことで、首長の多選ということについて市

長はどう思われるのか。それから、安部市長の

考えられる多選というのは何期目ぐらいからと

いうふうに思っておられるのかお尋ねをしたい。 

○佐藤 議長 安部市長。 
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○安部三十郎市長 当選するまで２回選挙に出ま

した。３度目に当選したわけですが、１度目の

選挙、２度目の選挙は、多選批判というよりは

むしろ行政手法の批判をして選挙戦をやってい

たように思っています。 

  そして、そもそも多選というのが何選から多

選なのかという定義もありますので、今この場

で何か申し上げるべきではないというふうに思

っています。 

○佐藤 議長 山村明議員。 

○２１番（山村 明議員） ちょっと時間も押し

てきましたので、次に、米沢栄養大のほうに入

りたいと思います。 

  11月２日に田中大臣の発言があったわけであ

りますけれども、厳しい世論や与野党からの批

判を受けて田中大臣は不認可を撤回し、９日の

記者会見でおわびをしたことで一件落着という

ふうになりました。今回の問題については、や

っぱり（仮称）米沢栄養大学のほかにも、長野

県短期大学の四大化、長岡造形大学の公立化な

どいろいろ同じまないたにのっているであろう

ところもあったわけでありますけれども、山形

県議会の９月定例会で校舎の建設請負契約議案

が可決され、10月に着工したわけでありまして、

文部科学省の指示を受け入試の概要も公表した

ばっかりだったということであります。 

  この間、県立でありますから、県との協議や

連携はどのように行われてきたのでありましょ

うか。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 この問題が生じた以降

でありますが、先ほど市長からもありましたよ

うに、短大主催の意見交換会といいますか、懇

談会の中で、詳しく今の事情についてお聞きを

したという経過がありますが、米沢市からも開

学準備室のほうに職員を派遣しておりますので、

県議会の動き、あるいは県知事の動き、要する

に要望内容などについても資料を取り寄せなが

ら情報収集に努めてまいりました。 

○佐藤 議長 山村明議員。 

○２１番（山村 明議員） このたびのこの経緯

を見ますと、大学設置学校法人審議会の答申と

いう方向と文部科学大臣ということとのちょっ

としたずれ、ちょっとしたじゃないな、かなり

大きなずれがあったわけでありますけれども、

この担当部門の二極化というふうに感ずるわけ

でありますけれども、この二極化というのは当

然おかしいわけでありますけれども、米沢市と

いうか、主体の県としても、この２極に対して

対応せざるを得ないという状況になっていくの

か。その辺、どういうふうに考えておられるも

のでしょうか。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 ２極というふうな表現、

議員の仰せの表現なんですが、もう少し具体的

に御質問いただければというふうに思うんです

が、よろしいでしょうか。ちょっと意味を正確

に理解できずにおります。 

○佐藤 議長 山村明議員。 

○２１番（山村 明議員） 結局これからいろい

ろな働きかけ的なものをやっていかれるのかな

と。その場合、両方にしなくちゃならないこと

にはなっていないのかなと。その場合、どっち

か片方になるんでしょうかね。その辺ですね。

これからいろいろなやっぱり陳情等が多分する

場面が出てくるんだと思うんですよ。そういう

ところです。 

○佐藤 議長 県と市ということで２極と言わ

れているんでないの。違いますか。山口企画調

整部長。 

○山口昇一企画調整部長 議員御承知のとおりで

ありますが、このたび県議会の委員会それから

吉村知事が文部科学省に対して要望してきた内

容につきましては、２年前から事前の協議の中

で進めてきた大学の事情を勘案をしていただい

て、新たな設置基準ではなく今までどおりの設
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置基準でお願いをしたいというふうな内容でご

ざいます。 

  ただ、今１回目の市長の答弁でもありました

が、検討が進められておりますが、新しい設置

基準が我々米沢女子短期大学についても適用さ

れる、その場合にどういうハードルになるのか

というところを見据えさせていただいて、その

際に改めてやっぱり要望していかなくちゃいけ

ない事態になるんだと思います。そういうよう

な状況になれば。その際は県においても米沢市

においてもともに連携をとりながら要望してい

く必要があろうというふうに思っています。米

沢市の場合はこれまで一緒に大学設置を要望し

てまいりました学園都市推進協議会という民間

もございますので、場合によっては行政体単体

ではなくて、産業界も含めて要望していく必要

があろうかというふうに考えております。 

○佐藤 議長 山村明議員。 

○２１番（山村 明議員） それでは、やはり新

しい基準というかそういうものがまだ出ていな

いということなんですが、では、この間のこの

11月の２日から９日の動きに対しての米沢市と

しては何かしたのかなとか、何かをしようとし

たというもの、そういうものはとりたててなか

ったということなんでしょうか。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 その間の動きにつきま

しては、冒頭市長答弁があったように、成り行

きをまず見させていただくということで、米沢

市は特別の政治的な動きはしてございません。 

○佐藤 議長 山村明議員。 

○２１番（山村 明議員） 今回問題になった３

大学ぐらいですかね、その辺では法的手段の検

討といいますか、行政訴訟、そういうものをす

るかどうかというところまで問題が行っておっ

たようでありますけれども、山形県なり米沢市

としてはそういった強硬な手段というものは想

定はされてなかったものでしょうか。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 山形県立米沢栄養大学

と足並みをそろえている大学が、報道によりま

すとやはり含めまして３大学がございます。今

議員からお話のありました田中大臣の不認可の

発言を受けて法的な準備まで考えるというふう

にされた３大学につきましては、我々とはやっ

ぱりちょっとスタンスといいますか、置かれて

いる状況が違うんだというふうに思います。そ

れは、正式に認可申請をして審議会が許可すべ

きと答申したものに対して主務大臣がああいう

発言をしたというところがございまして、私ど

もの場合は来年の３月に正式な申請を行うとい

うふうな状況の違いがございますので、そこま

で踏み込んでの対応は今のところは考えていな

いところでありました。 

  第１回目の検討会のお話を答弁の中でさせて

いただきましたが、12月６日に２回目の検討会

が行われております。これも一部報道、マスコ

ミで出ているわけでありますが、当初この新し

い設置基準については12月中に、年内に提言を

まとめたいというふうに大臣がおっしゃってお

りましたが、これが物理的に不可能で、１月ぐ

らいになりますと、延期になりますという部分

と、実は議論の中で、審査期間、今４月に設置

審議会のほうに諮問をして10月に答申を受けて、

主務大臣が12月に認可をするという流れになっ

ているわけでありますが、この７カ月間の審査

期間ではなくて、もっと延ばしたらいいんじゃ

ないかと。例えば昔は20カ月ぐらい審議してい

ましたよというふうな話なども出てまいりまし

た。議論をいろいろ重ねる中での一つの揺れと

いいますか、一つの意見として受けとめている

だけでありますが、仮にそういうことになるよ

うになりますと、やはりこれはハードルとして

は相当高いといいますか、乗り越えられないハ

ードルになってしまう可能性もありますので、

この進捗状況を見きわめながら、運動すべき段
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階になりましたらこれはもう必死になってとい

いますか、精いっぱいこれは要望していかなく

てはいけない事態もあり得るというふうに考え

てございます。 

○佐藤 議長 山村明議員。 

○２１番（山村 明議員） 文部科学省は新たな

審査基準を年内に定める方針というふうに見ら

れますけれども、新基準の公表から書類の申請

まで約３カ月しかないという想定になるわけで

すね。そうなってきますと、やっぱり改革の内

容はどんなものになるんであろうかなというふ

うに想像しますと、学生の確保の見通し、財政

状況、それから学生の就職の見通しなどをより

厳しくチェックすることが想定されるというふ

うなこういう情報もありますし、それから、こ

の大学設置学校法人審議会のメンバー構成も見

直す予定になるだろうと。要するに今までは大

学の教授とか、大学関係者が多く入っておられ

ましたので、やっぱりどうしても身内に甘いと

いう見られ方をされておったのかなというふう

に思うんですけれども、先ほど申し上げました

３カ月、その新基準の公表から申請まで３カ月

しかないという非常に厳しい日程が迫られてく

るのかなという心配がされるわけですけれども、

そのことについては、米沢市として学園推進協

議会等、こちらよりもそれは県のほうで大方や

る仕事なので、米沢市としてはそんなに心配し

なくてもいいという状況なんでしょうか。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 あくまでも設置申請者

は県になりますので、米沢市はそれを精いっぱ

いサポートしていくというふうな関係、立場に

なるわけであります。 

  ここから先どういうふうにいつのタイミング

で提言されて、新基準がいつ決定して、いつ申

請の時期がずれ込むんだというふうな話は我々

ではやっぱりわかりませんで、あくまでも推測

でしかないわけでありますので、ここから先は

具体的な答弁は何もできないというふうな状況

になるわけでありますが、ただ、今までのよう

に、10月に認可をいただいて、そこから学生募

集をして、入学試験があって、４月から新年度

がスタートをするというところを逆算するなら

ば、非常に厳しいスケジュールになるだろうと

いうことだけは間違いないというふうに思いま

す。 

○佐藤 議長 山村明議員。 

○２１番（山村 明議員） 今回の一連の田中大

臣の問題発言、これをおもんぱかって考えてみ

ますと、このことが問題提起したものは何かな

と。やはりかつて大学の認可は規制緩和で自由

競争という趣旨のもとに1990年代以降の大学数

は20年前の1.5倍に達する783校と増大し、多く

の私立大で定員割れが起き、大学の乱立となり、

少子化、学生数減少という社会の対応とは逆の

現象となり、大学の質の低下を招いておったん

じゃないかなと。そういった中で赤字運営、そ

れから私学助成金は膨らみ続けてきたわけであ

りまして、やはりこういった中で甘えの体質、

そういうものに対しての一喝という田中大臣の

このパンチというか、そういう思いがやはりあ

ったのではないかと。ですから、ここから（仮

称）米沢栄養大をこれから運営していくために

は、やはりただ単に認可してもらって４年制大

学で、栄養大を認可さえもらえればいいんだと

いうふうなことでは、これからはちょっといか

なくなると。そういうことに対して、一応米沢

市の思い、決意、そういったものを最後にお聞

きをしておきたいと思います。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 答弁の中でも触れました先日

行われた米沢女子短大主催の懇談会……失礼し

ました。間違いました。訂正します。その後、

数日前に行われました山形新聞主催の工学部の

学部長、米沢女子短大学長、そして米沢市長三

者の鼎談がありました。11月23日に特集記事で
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出ていますが、そこの中でこういう話がありま

した。工学部には農学博士の称号を持っている

研究者もいて、ですから、工学部の研究と短大

に新しくできる栄養大学の研究と両方これ共同

して新たな研究をしていける可能性もさまざま

にあるというような話でありました。ですから、

地元に山大工学部があるという特徴を生かして、

ほかの栄養大学と違った特色のある研究、先端

的な研究もさまざまにしていけるのではないか

というように期待をいたしております。 

○佐藤 議長 山村明議員。 

○２１番（山村 明議員） 企画部長もその辺、

今の市長の答弁に対してつけ加えてフォローす

るものがあれば答弁お願いします。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 あえてつけ加えること

ではないわけでありますが、管理栄養士を養成

するための大学という位置づけでの申請になる

わけであります。当然ながら、これからの管理

栄養士のニーズといいますのは、国にとっても

重要な施策に合致をするものだというふうに私

は理解をしております。そういう中で本県にお

いてはその養成課程がない。地域ニーズは十分

にあるものだというふうに理解をしております

ので、強く国のほうには設置について働きかけ

をしていきたいというふうに思います。我々に

利ありだというふうに思っております。 

○佐藤 議長 山村明議員。 

○２１番（山村 明議員） やはりこの財務体質

なんかから見ますと、やはり県立であるという

ことはすごく有利な場面に立っているというこ

とを私は感じておりますので、ひとつそういっ

た意味でしっかりすばらしい大学をつくってい

ただくように、米沢市も県をサポートしてやっ

ていただきたいというふうに要望して、私の質

問を終わります。ありがとうございました。 

○佐藤 議長 以上で21番山村明議員の一般質問

を終了いたします。 

 

 

 

  散    会 

 

○佐藤 議長 以上をもちまして、本日の日程

は終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

 午後 ３時５８分 散  会 

 


